
要
旨本

文
以
日
本
熊
本
藩
和
中
国
的
巴��
例
、
比�
分
析
了
从
一
四
世�
至
一
八
、
一
九
世�

也
即�
埠
前
中
日�
国
社
会
形�
的�
展
状
况
。
一
四
世�
以
后
、
日
本
的
社
会�
体
不
断�

展
壮
大
；
而
同
一�
期
的
中
国
、�
村
社
会
被
整
合
到
里
甲
制�
一
制
度
框
架
中
、
并
通�
征

收�
役�
所
有
人���
起
来
。
在
日
本
、
生�
力
的�
展
壮
大
了
小�
和
村
落
的
力
量
、
由

�
民�
成
的
自
治�
体�
化
了
社
会
再
生�
的��
及
其�
能
、�
些�
体
广
泛�
合
、��

主�
治�
力
排�
出�
村
、�
致�
主�
治
名
存�
亡
。�
此
同�
、
中
国
的
生�
力
的�
展

是
建
立
在
小
商
品
生��
展
的
基�
上
的
、
它
没
有
使
公
共
性
、
社
会
的
共
同�
系
得
到�
化
、

反
而
加
速
了
社
会
的
流�
、
人
数�
大
的�
吏
、
差
役�
行
着
社
会
管
理
机
能
、
并�
透
到
社

会
的
方
方
面
面
。
由
于
受��
利
益�
使
、�
吏
、
差
役
和
内
署
的�
能
被
随
意
分
割
、
各
部

�
之�
的�
能�
位�
象�
重
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

村
落
共
同
体
、
書
吏
、
差
役
、
社
会
集
団
、
公
共
業
務

�����一
四
世
紀
は
、
日
中
両
国
の
社
会
に
と
っ
て
、
何
れ
も
変
革
の
画
期
と
な
る
重

要
な
時
期
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
、
個
別
的
主
従
制
に
み
ら
れ
る
所
謂

｢

封
建｣

関
係
や
、
宮
座
な
ど
に
見
ら
れ
る
緩
や
か
な
団
体
関
係
の
萌
芽
を
前
提

と
し
つ
つ
、
本
格
的
な
一
揆
・
惣
村
・
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
基
礎
と
な
る
家
な
ど

の
団
体
形
成
が
進
み
、
そ
れ
ら
の
形
成
と
相
互
規
定
的
に
、
厳
し
い
武
力
的
対
決

が
深
刻
化
し
、
そ
の
中
か
ら
団
体
を
基
礎
と
す
る
封
建
社
会
が
、
や
が
て
本
格
的

に
形
成
さ
れ
る
。

一
方
中
国
に
お
い
て
は
一
四
世
紀
中
期
に
確
立
し
た
明
初
里
甲
制
体
制
が
、
唐

宋
変
革
以
降
の
社
会
関
係
の
総
括
点
と
な
る１

。
在
野
の
士
人
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
実
践
を
組
み
込
み
、
建
国
以
来
幾
度
か
の
大
規
模
な
粛
清
と
大
量
な
徙
民
政
策

を
伴
い
つ
つ
、
基
本
的
に
全
戸
を
正
役
に
編
成
す
る
専
制
国
家
統
合
の
一
つ
の
ピ
ー

ク
を
作
り
だ
し
た
。

こ
れ
以
後
両
国
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
地
域
差
を
含
み
つ
つ
も
、
小
農
経
営

の
自
立
化
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
小
商
品
生
産
が
拡
大
し
て
い
く
。
こ
れ
を
う

け
て
両
国
の
社
会
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
、
そ
れ
を
把
握
す
る
地
方
行
政
機

構
入
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
か
。
そ
の
到
達
点
を
開
港
前
の
一
八
〜
一
九
世

紀
段
階
を
も
っ
て
比
較
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

事
例
と
し
て
日
本
に
つ
い
て
は
熊
本
藩
、
中
国
に
つ
い
て
は
四
川
省
の
巴
県
を

取
り
上
げ
る
。
そ
の
前
提
に
は
両
地
域
は
、
何
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
最
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大
級
の
地
方
文
書
を
有
し
、
そ
れ
ら
を
基
に
し
た
研
究
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
あ

る
。
熊
本
に
は
熊
本
大
学
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
永
青
文
庫
を
中
心
と
す
る
地
方
資

料
が
あ
る
。
永
青
文
庫
は
現
在
整
理
・
研
究
中
で
あ
る
が
、
古
文
書
・
古
記
録
全

二
〇
万
点
余
か
ら
な
る
。
点
数
と
し
て
は
一
紙
文
書
を
多
数
含
む
が
、
量
的
に
大

き
な
部
分
を
占
め
る
の
は
、
本
稿
で
扱
う
近
世
中
期
以
降
、
村
落
共
同
体
の
成
長

を
基
盤
と
し
て
地じ

方か
た

か
ら
提
出
さ
れ
る
多
く
の
文
書
を
ま
と
め
、
そ
れ
に
対
す
る

行
政
処
理
の
結
果
等
を
付
し
た

｢

古
文
書
を
主
要
素
材
と
し
た
古
記
録｣

と
も
言

う
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

他
方
、
巴
県
档
案
は
、
四
川
省
の
流
通
拠
点
と
し
て
重
要
な
重
慶
市
に
残
さ
れ

た
乾
隆
中
期
よ
り
伝
存
す
る
中
国
最
大
の
地
方
行
政
文
書
で
あ
り
、
全
一
一
万
三

〇
〇
〇
巻
と
さ
れ
る
。
日
本
的
な
分
類
に
従
う
な
ら
ば
、
古
記
録
と
古
文
書
か
ら

な
る
点
で
永
青
文
庫
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
〇
万
巻
は
裁
判
文
書
と
さ
れ
、

そ
の
中
に
は
訴
状
か
ら
始
ま
り
供
述
書
、
結
状
に
到
る
多
数
の
文
書
と
と
も
に
、

係
争
の
際
の
根
拠
と
な
る
契
約
書
・
供
述
書
等
が
添
付
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
一
巻
と

し
て
立
案
さ
れ
、
こ
こ
で
も
夙
に

｢

古
文
書
を
主
要
素
材
と
し
た
古
記
録｣

と
も

言
う
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
県
衙
の
各
部
署
が
残
し
た
行
政
上
の

古
記
録
も
ま
た
、
巴
県
档
案
に
あ
る
。

熊
本
藩
に
つ
い
て
は
先
学
・
同
学
の
研
究
の
成
果
を
も
と
に
、
全
国
的
動
向
と

も
照
ら
す
形
で
、
近
世
中
後
期
の
社
会
像
を
描
き
た
い２

。
巴
県
に
つ
い
て
は
、

『

清
代
乾
嘉
道
巴
県
档
案
選
編』

(

四
川
大
学
歴
史
系
・
四
川
省
档
案
館
主
編
、
一

九
九
六
年
、
四
川
大
学
出
版
社)

と
、『

清
代
巴
県
档
案�
編

(

乾
隆
巻)』

四
川

省
档
案
館
編
一
九
九
一
年
、
档
案
出
版
社)

、
な
ら
び
に

『

巴
県
档
案
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
・
乾
隆
朝
・
司
法』

を
用
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

『

巴
県
档
案

選
編』

・『

乾
隆�
編』

・『

乾
隆
マ
イ
ク
ロ』

の
略
称
を
用
い
、
引
用
に
際
し
て
は
、

各
資
料
集
の
編
纂
者
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
文
書
名
・
資
料
名
と
ペ
ー
ジ
等
を
付

記
す
る
。[

嘉
慶
六
年
六
月
二
四
日
八
省
客
長
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上

二
五
二]

は
、『

巴
県
档
案
選
編』

上
巻
二
五
二
ペ
ー
ジ
に
収
め
ら
れ
、
編
者
に

よ
っ
て

｢

嘉
慶
六
年
六
月
二
四
日
八
省
客
長
稟
状｣

と
整
理
さ
れ
た
文
書
を
示
す
。

な
お
資
料
引
用
は
、
紙
数
の
関
係
上
、
最
小
限
に
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
マ

イ
ク
ロ
を
除
く
資
料
に
つ
い
て
は
参
照
の
労
を
願
い
た
い
。
档
案
に
収
め
る
訴
状

等
が
そ
の
ま
ま
事
実
を
反
映
し
て
い
る
か
に
は
問
題
が
多
い
が
、
あ
り
得
な
い
空

事
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
に
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
主
張
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
議
論
を
す
す
め
る
。

二
つ
の
地
域
の
社
会
を
対
照
す
る
に
際
し
て
、
両
地
の
概
略
に
つ
い
て
説
明
し

て
お
き
た
い
。
ま
ず
面
積
で
あ
る
が
、
熊
本
藩
は
明
治
直
前
で
、
約
五
〇
〇
〇
平

方
キ
ロ３

、
対
し
て
巴
県
は
約
三
三
〇
〇
平
方
キ
ロ
と
概
算
さ
れ
る４

。
総
面
積
で
は

熊
本
藩
が
ひ
と
回
り
広
い
が
、
何
れ
も
大
県
・
大
藩
で
あ
る
。
耕
地
面
積
に
つ
い

て
は
、
熊
本
藩
が
農
民
と
の
間
で
確
認
し
て
い
る
内
高
が
八
六
八
平
方
キ
ロ
で
あ

る
の
に
対
し
、
巴
県
の
雍
正
清
丈
面
積
は
一
〇
〇
八
平
方
キ
ロ
で
あ
る
。
何
れ
も

実
態
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
広
大
な
阿
蘇
外
輪
山
周
辺

や
九
州
山
地
を
含
む
熊
本
藩
は
、
面
積
の
割
に
耕
地
が
狭
い
。
人
口
に
つ
い
て
は

後
述
の
よ
う
に
、
社
会
の
性
格
に
規
定
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
特
性
の
あ
る
動
向
を

示
し
て
い
る
。
日
本
史
・
中
国
史
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
理
解
の
便
宜
を
兼
ね
て
、
当

該
時
期
の
中
国
の
元
号
、
日
本
の
主
要
元
号
、
西
暦
を
対
照
さ
せ
、
こ
れ
に
幾
つ

か
の
ポ
イ
ン
ト
に
お
け
る
両
者
の
人
口
を
記
し
た
表
を
添
付
す
る
。
中
国
に
つ
い

て
は
巴
県
の
人
口
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
の
継
続
性
が
乏
し
い
た
め
に
、
四
川
省
全

体
の
人
口
統
計
を
付
記
し
た
。
乾
隆
期
以
前
の
統
計
は
、
人
口
全
体
を
反
映
し
て

い
な
い
の
で
記
さ
な
か
っ
た５

。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
文
書
を
も
と
に
復
元
し
た
社
会
が
、
両
国
の
一
般
的
な
あ
り

方
か
は
、
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
商
業
面
で
み
る
と
、
巴
県
は
長
江
上
流
域
に
お

け
る
流
通
の
最
重
要
な
結
節
点
で
あ
り
、
熊
本
藩
の
全
国
的
な
位
置
に
比
べ
る
と
、

商
業
比
重
に
特
色
が
あ
る
。
ま
た
巴
県
を
含
む
四
川
省
は
、
清
代
に
お
け
る
人
口

流
入
に
特
色
が
あ
り
、
宗
族
は
形
成
過
程
に
あ
る
が
、
そ
の
動
き
は
、
本
稿
の
対

象
と
す
る
乾
隆
期
ま
で
に
峠
を
越
え
て
い
た
と
さ
れ
る６

。
熊
本
藩
の
こ
れ
か
ら
整
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理
立
て
る
事
実
は
、
未
だ
全
国
的
な
確
認
を
得
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
社
会
関
係

を
構
成
す
る
生
産
力
的
基
盤
か
ら
み
て
も
、
西
日
本
地
域
と
、
北
関
東
以
北
の
地

域
に
つ
い
て
は
、
小
農
経
営
の
安
定
度
に
お
け
る
か
な
り
の
差
が
想
定
さ
れ
、
そ

れ
ら
の
上
に
成
り
立
つ
共
同
体
お
よ
び
共
同
体
間
関
係
に
つ
い
て
も
、
違
い
が
あ

り
得
る
。
し
か
し
熊
本
藩
で
確
認
さ
れ
る
個
々
の
事
実
は
、
他
の
藩
領
・
幕
領
で

も
確
認
さ
れ
、
あ
る
い
は
一
般
的
に
確
認
さ
れ
る
。
か
つ
こ
の
社
会
理
解
こ
そ
が
、

最
終
章
で
述
べ
る
よ
う
に
近
代
日
本
と
の
連
続
性
把
握
を
可
能
と
す
る
と
考
え
る
。

���������������
日
本
に
お
け
る
中
近
世
移
行
過
程
の
評
価
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る７

。
中
世
後

期
に
展
開
さ
れ
た
領
主
団
体
相
互
間
、
百
姓
団
体
相
互
間
、
あ
る
い
は
領
主
団
体

と
百
姓
団
体
の
間
に
お
け
る
熾
烈
な
抗
争
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
に
存
続
の
た
め

の
内
的
規
範
の
形
成
を
要
求
し
、
法
的
共
同
体
と
し
て
の
自
律
性
を
生
み
出
し
て

い
く
。
抗
争
の
熾
烈
さ
は
、
領
主
団
体
の
集
中
化
を
導
き
、
大
名
さ
ら
に
は
幕
府

の

｢

公
儀｣

権
力
を
生
み
出
し
て
い
く
。

か
つ
て
は
、
こ
う
し
た
中
で
中
世
に
萌
芽
し
て
い
た
百
姓
団
体
は
、｢

な
で
ぎ

り｣

に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
、
刀
狩
り
に
よ
っ
て
武
装
解
除
さ
れ
、
大
名
家
に
権
力

集
中
さ
れ
た
武
士
集
団
の
下
で
、
社
会
は
暴
力
的
に
平
和
化
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
近
年
の
研
究
は
、
自
律
的
な
村
落
の
存
在
を
前
提
に
、
給
人
領

主
の
個
別
支
配
を
排
除
し
て
成
立
し
た
領
主
団
体

(

公
儀
領
主
権
力)

が
、
百
姓

団
体
と
対
峙
す
る
と
い
う
近
世
史
の
枠
組
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
際
限
の
な
い

抗
争
の
中
か
ら
作
ら
れ
・
求
め
ら
れ
て
き
た
秩
序
を
基
盤
と
し
て
、｢

惣
無
事｣

と
い
う
一
般
的
秩
序
の
も
と
に
平
和
化
が
実
現
し８

、
そ
の
も
と
で
農
民
た
ち
は
刀
・

鉄
砲
と
い
う
実
力
を
保
有
し
つ
つ
も
行
使
し
な
い
と
い
う
立
場
を
維
持
し
な
が
ら９

、

年
貢
は
村
落
団
体
に
よ
っ
て
請
負
わ
れ
、
法
は
農
民
た
ち
の
連
判
請
負
に
よ
っ
て

村
内
の
規
範
と
な
っ
た�
。
中
国
の
地
方
行
政
に
お
け
る
二
つ
の
核
心
課
題
で
あ
る
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中国・日本・西洋暦・人口対照表

巴県人口
(女／男)

四川省人口 中国元号 西暦 日本元号 熊本藩農民人口
(女／男)(元年) (元年)

天啓 1621
1624 寛永 16年 218,707

崇禎 1628 0,76
順治 1644
康熈 1662

1688 元禄
1711 正徳
1716 享保 19年 531,248

雍正 1723 0.86
乾隆 1736

22年 268万 1751 宝暦
32年 296万 1764 明和

1772 安永
1781 天明

51－56年 888万 1789 寛政 10年 535,543
元年 218,079 嘉慶 1796 0.92

1804 文化 ５年 512,575
17年 2144万 1818 文政

４年 386,478 道光 1821
0.79 10－11年 3495万 1830 天保 13年 566,011

1844 弘化 0.96
元年 4475万 咸豊 1851

1854 安政 ５年 622,819
同治 1862 0.98

梁方仲編著 『中国歴代戸口・田地・田賦統計』 262ｐ1980年 上海人民出版社｡
松本雅明編 『肥後読史総覧』 1836ｐ～ ｢人口の変遷｣ 1983年 鶴屋百貨店｡
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刑
名
と
銭
穀
は
、
近
世
初
頭
か
ら
既
に
村
の
自
律
的
能
力
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い

た
。
近
世
中
後
期
に
お
け
る
変
化
は
、
す
で
に
存
在
し
た
百
姓
団
体
の
自
律
性
・

機
能
性
の
強
化
過
程
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。

論
旨
に
入
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
熊
本
藩
の
行
政
編
成
の
骨
格
に
つ
い
て
概
説

し
て
お
く
。
近
世
中
期
以
降
、
藩
の
部
局
制
度
が
整
備
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
農

村
部
の
行
政
一
般
を
担
当
す
る
の
が
郡
方
で
あ
り
、
郡
方
奉
行
が
統
括
す
る
。
郡

方
担
当
地
域
は
一
四
の
郡
に
分
割
さ
れ
、
武
士
で
あ
る
郡
代
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。

郡
の
下
に
設
け
ら
れ
た
の
は
手て

永な
が

で
あ
り
、
大
小
の
差
は
あ
る
が
五
一
の
手
永
が

存
在
し
て
い
た
。
手
永
に
は
手
永
会
所
と
よ
ば
れ
る
執
務
施
設
が
存
在
し
、
惣
庄

屋
を
始
め
と
す
る
百
姓
ス
タ
ッ
フ
が
常
駐
し
た
。
手
永
の
下
に
は
村
が
存
在
し
、

村
庄
屋
を
筆
頭
に
村
役
人
が
存
在
し
た
。

言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
が
、
百
姓
団
体
の
自
立
化
、
そ
れ
を
支
え
る
家
の
安
定

化
の
基
礎
と
な
る
の
は
農
業
生
産
力
の
上
昇
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
お
い
て
熊
本

藩
が
農
民
と
合
意
し
た
生
産
力
で
あ
る
内
高
は
七
四
万
石
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
天

保
一
三

(

一
八
四
二)

年
に
手
永
ご
と
の
調
査
を
集
計
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
都

市
部
を
除
い
た
総
生
産
高
は
米
換
算
で
二
〇
〇
万
石
に
達
し
て
い
た�
。
文
化
五
年

の
統
計
が
残
る
五
町
手
永
で
比
較
す
る
と
、
天
保
一
三
年
ま
で
の
三
四
年
間
だ
け

で
、
田
土
増
加
が
一
・
一
倍
で
あ
る
の
に
対
し
、
米
の
産
量
は
一
・
三
九
倍
、
米

換
算
の
総
生
産
額
が
二
・
〇
一
倍
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
貢
租
の
増
加
は
一
・

〇
五
倍
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
結
果
天
保
一
三
年
段
階
で
、
全
藩
の
貢
租
は
貨
幣
換

算
で
四
万
六
千
余
貫
で
あ
る
に
対
し
、
農
民
可
処
分
所
得
は
十
五
万
貫
余
、
そ
の

う
ち
肥
料
代
が
一
万
四
千
余
貫
に
上
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
肥
料
購
入
代
に
現

れ
る
商
業
的
農
業
の
も
た
ら
す
生
産
力
上
昇
・
貢
租
の
定
額
化
は
、
熊
本
藩
の
実

質
貢
租
率
を
四
分
の
一
に
ま
で
低
下
さ
せ
て
い
た
。
全
国
的
に
み
て
も
、
明
治
維

新
時
点
に
お
け
る
貢
租
率
が
二
五
％
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
夙
に
中
村
哲
氏
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る�
。

生
産
力
上
昇
は
後
述
の
畑
地
の
水
田
化
、
あ
る
い
は
水
田
の
乾
田
化
な
ど
に
も

よ
る
が
、
先
の
肥
料
購
入
代
の
比
重
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
商
業
的
農
業
の
展
開
に

よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。
全
国
的
に
み
て
も
、
近
世
初
頭
に
お
い
て
銀
を
対
価
と

し
て
中
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
た
絹
は
、
近
世
を
通
じ
て
自
給
を
達
成
し
、

開
港
時
点
で
は
中
国
よ
り
も
急
速
に
国
際
市
場
に
対
応
す
る
ま
で
に
な
る
。
戦
国

期
に
初
め
て
布
と
し
て
輸
入
の
始
ま
っ
た
棉
製
品
も
近
世
を
通
じ
て
、
河
内
や
尾

張
な
ど
の
生
産
拠
点
を
形
成
し
つ
つ
、
繰
り
棉
市
場
段
階
か
ら
近
世
末
に
は
全
国

的
な
棉
布
市
場
段
階
へ
と
到
達
を
遂
げ
る�
。
特
用
農
産
物
に
比
較
的
乏
し
い
熊
本

藩
に
お
い
て
も
紙
や
畳
表
・
海
苔
な
ど
が
全
国
的
な
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
て
い

る�
。
畳
表
を
例
に
取
る
と
、
先
述
の
天
保
の
調
査
に
お
い
て
、
八
代
郡
高
田
手
永

に
お
い
て
は
、
生
産
さ
れ
る
藺
草
の
価
値
が
五
五
貫
余
と
算
定
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
、
畳
表
に
加
工
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
付
加
価
値
が
一
五
七
貫
余
と

算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る
。
絹
・
棉
な
ど
は
勿
論
、
畳
表
や
紙
な

ど
に
お
い
て
も
、
商
業
的
農
業
は
、
農
外
余
業
と
し
て
の
大
き
な
収
入
を
農
村
に

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

農
業
生
産
力
の
上
昇
が
、
家
と
村
の
安
定
を
導
き
だ
す
に
は
、
特
定
の
条
件
が

必
要
で
あ
る
。
生
産
力
の
上
昇
が
無
際
限
な
人
口
と
家
数
の
増
加
に
よ
っ
て
、
い

わ
ば
個
別
に
食
い
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
年
貢
の
請
負
主
体
で
あ
る
村
は

危
機
に
瀕
す
る
。
村
と
家
の
安
定
化
の
た
め
に
は
人
口
増
加
の
抑
止
が
必
要
で
あ

る�
。一

般
的
に
農
業
集
約
化
は
農
業
労
働
の
通
年
化
、
労
働
密
度
の
増
大
を
意
味
す

る
。
一
年
一
作
の
乾
燥
地
・
寒
冷
地
農
業
と
、
多
毛
作
化
し
・
労
働
過
程
も
集
約

化
し
た
農
業
が
必
要
と
す
る
労
働
量
・
労
働
日
数
の
差
は
明
瞭
で
あ
る
。
商
業
的

農
業
も
ま
た
多
く
の
労
働
を
必
要
と
す
る
。
農
作
業
自
身
が
集
約
化
す
る
と
と
も

に
、
そ
れ
を
上
回
る
農
外
労
働
を
農
民
に
求
め
る
。
特
に
農
外
余
業
に
つ
い
て
は

女
子
労
働
へ
の
要
求
が
強
ま
る
場
合
が
多
い
。
農
業
生
産
力
の
上
昇
・
余
剰
の
形

成
と
は
、
決
し
て
自
然
に
生
み
出
さ
れ
る
の
も
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
家
族
員
か

ら
の
継
続
的
に
増
大
す
る
労
働
の
供
給
に
よ
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
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た
め
に
も
女
性
か
ら
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
通
じ
た
よ
り
多
く
の
労
働
確
保
が
求

め
ら
れ
、
そ
の
面
か
ら
も
人
口
増
加
に
歯
止
め
が
か
か
る
。

し
か
し
村
落
は
人
口
増
加
を
抑
制
す
る
だ
け
で
は
安
定
し
て
維
持
さ
れ
な
い
。

安
定
し
た
出
生
の
も
と
で
も
家
が
再
生
産
さ
れ
る
よ
う
な
手
だ
て
が
求
め
ら
れ
る
。

家
が
本
質
的
に
は
血
縁
集
団
で
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
養
子
縁
組
を
組
織
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
の
男
女
を
問
わ
ず
家
は
継
承
さ
れ
、
両
養
子
を
も
一

般
的
に
可
能
と
し
た
。
若
く
し
て
配
偶
者
を
亡
く
し
た
男
女
に
も
、
婚
配
が
保
障

さ
れ
た
。
百
姓
経
営
の
零
落
は
村
請
け
の
危
機
で
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
組
織
的

復
旧
が
な
さ
れ
た
。
以
上
の
結
果
が
、
第
一
章
に
付
し
た
熊
本
藩
に
お
け
る
人
口

動
態
で
あ
る
。
近
世
中
期
以
降
、
人
口
の
増
加
は
停
止
し
、
か
つ
男
女
比

(

女
子

／
男
子)

は
、
単
調
に
１
に
向
け
て
接
近
す
る
。
前
近
代
の
避
妊
技
術
の
も
と
で

堕
胎
や
間
引
き
が
無
く
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
生
後
に
男

女
の
別
を
み
て
選
択
的
に
間
引
き
を
す
る
こ
と
が
、
上
記
の
条
件
の
も
と
で
薄
ら

い
で
い
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
家
と
村
は
、
相
互
規
定
的
に
強
化
さ
れ

る
。村

落
共
同
体
の
機
能
要
求
は
、
そ
れ
を
実
施
す
る
機
構
の
整
備
を
導
き
だ
す
。

熊
本
藩
の
手
永
を
論
ず
る
際
に
は
、
同
様
な
機
構
を
幕
領
に
お
い
て
発
見
し
、
郡

中
惣
代
が
郡
中
寄
合
を
も
ち
、
郡
中
議
定
の
も
と
に
郡
中
入
用
を
運
営
し
、
嘆
願

運
動
を
組
織
す
る
な
ど
、｢

村

組
合
村

郡
中
と
い
う
、
下
か
ら
構
築
さ

れ
た
重
層
的
な
行
政
組
織
が
成
立
し
、
領
主
支
配
を
相
対
化
し
は
じ
め
る｣
こ
と

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
久
留
島
浩
氏
の
業
績
が�
、
先
行
す
る
研
究
と
し
て
重
要
で
あ

る
。
以
下
の
諸
研
究
は
、
分
散
的
に
存
在
す
る
天
領
に
お
け
る
統
合
方
式
と
し
て

で
は
な
く
、
大
藩
熊
本
に
お
い
て
同
様
な
事
実
を
発
見
す
る
と
同
時
に
、
手
永
以

下
の
農
民
組
織
に
よ
る
広
範
な
共
同
業
務
の
遂
行
、
領
主
権
力
と
の
関
係
な
ど
を
、

一
段
階
深
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
近
世
中
期
に
な
る
と
手
永
の
規
模
に
も
よ
る
が
、
平
均
一
万
人
程
度
の
手

永
に
惣
庄
屋
以
下
数
十
名
規
模
の
職
員
が
執
務
し
て
お
り
、
手
永
の
下
部
に
二
〇

な
い
し
三
〇
存
在
す
る
村
に
も
、
庄
屋
を
筆
頭
に
、
頭
百
姓
数
名
、
監
査
役
で
あ

る
横
目
、
書
記
と
し
て
の
帳
書
一
〜
二
名
、
年
貢
出
納
役
で
あ
る
蔵
府
、
山
林
管

理
責
任
者
と
し
て
の
山
ノ
口
一
名
な
ど
が
、
選
任
さ
れ
て
い
る
。

嘗
て
熊
本
藩
に
お
い
て
も
、
惣
庄
屋
・
庄
屋
は
中
世
以
来
の
有
力
農
民
の
世
襲

に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
他
地
域
に
お
い
て
も
、
村
入
用
の
主

要
な
目
的
を
な
す
村
請
制
は
、
庄
屋
た
ち
の
利
付
貸
付
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
の
が

通
例
で
あ
っ
た�
。
村
落
団
体
の
公
共
機
能
が
私
人
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、

い
わ
ば
地
方
に
残
さ
れ
た
領
主
性
の
残
滓
と
も
言
う
べ
き
側
面
を
持
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
宝
暦
期
の
改
革
を
境
と
し
て
、
能
力
評
価
を
伴
う
転
勤
制
の
惣
庄
屋
へ
と

転
換
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
下
に
あ
る
ス
タ
ッ
フ
も
、
若
い
時
代
か
ら

実
務
経
験
を
踏
み
、
庄
屋
や
会
所
役
人
の
年
季
を
積
み
つ
つ
昇
進
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

こ
う
し
た
転
勤
制
を
伴
う
惣
庄
屋
層
の
形
成
を
、
一
方
的
な
官
僚
化
・
共
同
体

の
解
体
と
し
て
評
価
す
る
見
方
も
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
事
態
は
逆
に
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
村
落
の
共
同
業
務
は
、
従
来
の
よ
う
に
一
部
有
力
者
の
家

の
内
で
処
理
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
て
き
て
い
た
。
後
述
の
よ
う
に
多
く
の
公
共
業

務
と
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
実
務
は
、
多
数
の
熟
練
し
た
タ
ッ
フ
と
機
関
を
必

要
と
す
る
段
階
に
達
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
専
門
家
を
必
要
と
し
て
い
た
。

し
か
し
彼
ら
は
、
社
会
の
代
表
性
を
基
盤
と
し
な
い
官
僚
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら

が
昇
進
す
る
た
め
に
は
、
農
村
の
合
意
を
調
達
し
て
夥
し
い
公
共
業
務
を
成
功
裏

に
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り�
、
そ
れ
ら
に
失
敗
し
、
農
民
た
ち
の
騒
擾
を
引

き
起
こ
す�
こ
と
は
致
命
的
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
惣
庄
屋
は
庄
屋
た
ち
の

合
意
で
事
実
上
更
迭
さ
れ
た�
。
加
え
て
言
う
な
ら
、
彼
ら
は
あ
く
ま
で
百
姓
の
業

務
を
執
行
し
て
い
た
。
有
力
農
民
は
藩
の
求
め
に
応
じ
て
寸
志
と
呼
ば
れ
る
醵
金

を
行
い
、
禄
は
受
け
な
い
も
の
の
武
士
身
分
を
買
い
取
り
、
在
御
家
人
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
惣
庄
屋
な
ど
に
当
た
る
人
々
は
、
多
く
は
こ
の
身
分
に
属
し

て
い
た
。
し
か
し
執
務
に
際
し
て
、
帯
刀
は
許
さ
れ
な
か
っ
た�
。
彼
ら
の
職
務
は
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あ
く
ま
で
百
姓
の
行
為
で
あ
っ
た
。

能
力
重
視
で
任
用
さ
れ
転
勤
す
る
会
所
役
人
や
庄
屋
が
存
在
す
る
一
方
で
、
頭

百
姓
部
分
な
ど
は
年
長
者
の
仕
事
で
あ
り
、
家
族
員
の
年
齢
構
成
の
推
移
に
従
っ

て
、
か
な
り
の
層
が
順
次
村
役
人
と
し
て
村
落
運
営
に
参
加
し
た
。
農
民
た
ち
の

社
会
は
、
末
端
ま
で
の
多
く
の
参
加
で
、
公
共
業
務
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

共
同
団
体
は
独
自
の
財
政
を
作
り
、
公
共
業
務
を
遂
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
後

述
の
年
貢
の
手
永
請
制
の
成
立
過
程
で
、
各
手
永
に
は
惣
高
弐
歩
の
ち
に
壱
歩
半

の
備
米
が
留
保
さ
れ
、
会
所
官
銭
と
し
て
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
に
様
々
な
運
用
益
も
加
え
て
、
天
保
期
一
四
年
に
は
官
銭
の
う
ち
で
比
重
の
大

き
い
米
と
銭
を
米
に
換
算
し
て
五
二
万
七
〇
〇
〇
石
に
達
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
熊
本
藩
の
年
間
予
算
四
〇
万
石
を
上
回
る
と
い
う�
。

こ
れ
ら
の
資
産
は
、
ま
ず
農
業
基
盤
の
拡
充
整
備
に
用
い
ら
れ
た
。
近
世
後
期

は
熊
本
藩
に
お
け
る
土
木
事
業
の
時
代
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
多
く
は
手
永
に
よ
っ

て
組
織
さ
れ
た
。
著
名
な
通
潤
橋
は
後
述
す
る
と
し
て
、
一
例
を
中
山
手
永
惣
庄

屋
の
文
化
一
一
年
〜
一
二
年
の
例
で
み
る
と
、
総
計
四
三
項
目
が

｢

事
業
帳｣

に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
規
模
の
大
き
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
水
路
新
規
開

削
七
キ
ロ
余
、
改
修
二
キ
ロ
余
、
新
規
開
田
一
三
ア
ー
ル
余
、
荒
地
再
開
発
六
ヘ

ク
タ
ー
ル
余
、
石
磧
八
か
所

(

用
水
懸
り
計
五
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
余)
な
ど
が
見
ら

れ
る�
。
農
業
基
盤
整
備
事
業
の
大
き
な
も
の
と
し
て
は
有
明
海
・
八
代
海
の
干
拓

事
業
が
あ
り
、
き
め
細
か
な
農
業
政
策
と
し
て
は
高
冷
地
で
あ
る
阿
蘇
の
水
稲
作

の
安
定
化
の
た
め
に
、
北
陸
に
代
表
者
を
派
遣
し
、
耐
寒
性
の
品
種
と
栽
培
法
を

導
入
し
た
事
例
な
ど
が
注
目
さ
れ
る�
。
新
規
耕
地
の
開
発
等
に
よ
る
収
益
は
、
会

所
官
銭
蓄
積
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

会
所
官
銭
は
、
村
存
立
の
基
盤
で
あ
る
家
の
再
生
産
保
障
機
能
を
果
た
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
官
銭
の
う
ち
銭
の
五
六
％
は
貸
付
に
、
二
七
％
は
土
地
購
入
に
充

て
ら
れ
て
お
り
、
米
の
五
八
％
も
貸
付
に
回
さ
れ
て
い
る�
。
前
述
の
再
開
発
荒
地

な
ど
の
利
用
と
と
も
に
具
体
的
分
析
が
待
た
れ
る
。
雲
仙
噴
火
に
よ
る
津
波
で
激

甚
災
害
を
被
っ
た
村
落
が
、
限
ら
れ
た
資
金
の
中
で
救
済
対
象
の
家
の
線
引
に
つ

い
て
合
意
形
成
を
実
現
し
た
こ
と
は
優
れ
た
事
例
で
あ
る�
。
荒
廃
地
域
で
あ
っ
た

北
関
東
に
つ
い
て
も
、
村
落
の
基
金
を
選
択
的
に
貸
付
け
る
制
度
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
当
該
地
域
で
は
、
有
力
者
個
人
に
よ
る
貸
付
か
ら
村
落
に
よ
る
貸
付

へ
の
移
行
が
、
幕
末
期
に
ず
れ
込
む
こ
と
、
貸
付
対
象
者
が
救
済
可
能
な
上
層
中

層
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る�
。
家
の
安
定
化
を
基
礎
と
す
る
村
落

共
同
体
の
基
盤
の
安
定
度
合
い
と
、
そ
の
進
行
状
況
の
違
い
を
反
映
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
政
策
は
、
村
・
手
永
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
。
永
青
文
庫
に
存
在
す

る

｢

覚
帳｣

に
よ
る
と
、
藩
支
給
の
用
紙
に
村
や
手
永
が
計
画
を
記
入
し
、
そ
の

上
申
書
が
そ
の
ま
ま
起
案
書
と
し
て
郡
代
を
経
て
郡
方
奉
行
に
届
け
ら
れ
、
そ
の

決
済
を
へ
て
、
惣
庄
屋
に
示
達
さ
れ
る
と
い
う
稟
議
制
が
確
立
し
て
い
た�
。
注
目

す
べ
き
点
は
、
政
策
形
成
者
は
手
永
以
下
の
百
姓
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
、
先
に
中

山
手
永
で
紹
介
し
た
よ
う
な
多
数
の
事
業
の
う
ち
で
郡
方
に
上
申
さ
れ
る
の
は
、

藩
へ
の
年
貢
負
担
田
土
に
変
更
を
加
え
る
よ
う
な
事
業
を
中
心
と
す
る
一
部
事
業

に
過
ぎ
ず
、
多
く
は
手
永
以
下
の
自
主
性
の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に

郡
方
奉
行
が
決
裁
し
て
も
手
永
・
村
が
請
け
な
け
れ
ば
、
幾
度
で
も
稟
議
と
決
済

が
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る�
。
大
規
模
な
事
業
へ
は
、
藩
か
ら
の
有
期

的
貸
付
が
機
能
し
た
が
、
政
策
形
成
と
実
施
主
体
が
、
領
主
性
か
ら
自
立
化
し
つ

つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

村
落
が
備
え
た
裁
判
機
能
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
後
述
す
る
巴
県
に
お
け
る
年
間
の
裁
判
件
数
が
、
清
末
に
は
万
余
を
超
す

規
模
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
熊
本
藩
の
刑
法
方
に
上
申
さ
れ
る
の
は
、
年
間
幾
十

件
台
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
行
政
政
策
同
様
、
村
落
・
手
永
に
お
け
る
多
数

の
供
述
を
基
に
し
た
詮
議
の
結
果
で
あ
っ
た
。
各
手
永
に
は
拘
置
所
が
設
け
ら
れ

て
い
た
。

こ
う
し
た
百
姓
団
体
の
自
律
性
強
化
は
、
武
士
階
級
の
在
地
へ
の
介
入
拒
否
に
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帰
結
す
る
。
近
世
前
半
期
の
体
制
の
下
で
は
、
様
々
な
形
で
領
主
階
級
が
在
地
へ

出
向
し
て
い
た
。
公
共
業
務
が
領
主
階
級
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
ほ
か
、
最
も
基

本
的
な
年
貢
に
つ
い
て
も
検
見
が
行
わ
れ
、
徳
懸
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
日
時
を
費

や
し
、
武
士
へ
の
応
対
費
用
と
と
も
に
、
刈
り
取
り
時
期
の
遅
延
、
ひ
い
て
は
裏

作
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
藩
内
の
全
て
の
林
木
を
意
味
す
る

｢

御
山｣

に
も
、
役

人
が
子
頭
以
下
を
連
れ
て
出
向
い
た
。
水
利
土
木
に
つ
い
て
も
塘
奉
行
が
管
理
し

た
。先

述
の
よ
う
に
政
策
の
形
成
・
実
行
に
お
い
て
も
自
立
化
を
遂
げ
て
い
た
村
落

共
同
体
に
と
っ
て
は
、
領
主
階
級
の
介
入
は
、
も
は
や
無
用
な
応
接
費
用
を
必
要

と
す
る
形
骸
と
化
し
て
い
た
。
惣
庄
屋
・
庄
屋
層
に
よ
る
様
々
な
合
議
の
場
が
設

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る�
。
一
つ
の
ピ
ー
ク
が
、
宝
暦
改
革
に
対
し
て
、
明
和
七
年

(

一
七
七
〇)

に
藩
内
の
惣
庄
屋
が
連
印
し
て
提
出
し
た
一
五
一
条
か
ら
な
る
要

求
書
で
あ
る

｢

繁
雑
帳｣

の
提
出
で
あ
り�
、
文
化
元
年

(

一
八
〇
四)

に
お
け
る

請
免
制
の
確
定
で
あ
る
。
惣
庄
屋
た
ち
は
各
手
永
へ
の
割
り
付
け
と
い
う
、
相
互

に
利
害
の
対
立
す
る
困
難
な
課
題
に
つ
い
て
、
数
日
間
の
評
議
を
踏
ま
え
て
合
意

し
、
役
人
出
在
の
停
止
を
条
件
に
、
手
永
を
単
位
と
す
る
年
貢
の
請
負
を
確
立
す

る
の
で
あ
る�
。
手
永
以
下
の
社
会
管
理
は
領
主
階
級
か
ら
自
立
し
た
。
加
え
て
注

目
す
べ
き
は
、
合
意
の
広
域
性
で
あ
る
。
村
社
会
の
閉
鎖
性
・
利
害
の
個
別
性
が

し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
村
・
手
永
の
個
別
利
害
を
調
整
し
て
全
藩
的

合
意
を
形
成
す
る
能
力
が
立
派
に
機
能
し
て
い
る
。
い
ま
以
て
銘
ず
べ
し
。

百
姓
団
体
が
社
会
再
生
産
機
能
を
自
律
的
に
執
行
す
る
段
階
に
到
達
し
て
い
た
。

領
主
団
体
機
能
は
形
骸
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
藩
の
業
務
は

｢

領
主
階
級｣

固
有

の
属
性
か
ら
次
第
に
乖
離
を
始
め
て
い
た
。
陪
臣
層
を
含
め
た
八
千
人
の
武
士
層

の
う
ち
で
、
日
常
的
な
行
政
機
能
を
担
う
の
は
一
割
程
度
と
な
る
。
領
主
階
級
で

あ
る
こ
と
の
表
現
と
し
て
の
知
行
は
、
藩
財
政
逼
迫
の
中
で
傾
向
的
に
引
き
下
げ

ら
れ
、
他
方
で
官
僚
と
し
て
実
務
を
担
う
ス
タ
ッ
フ
に
は
職
務
へ
の
手
当
て
が
支

給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
幕
末
に
は
、
武
士
階
級
の
最
後
の
存
在
理
由
で
あ
る
軍

事
力
さ
え
も
、
惣
庄
屋
の
政
策
提
言
を
受
け
て
組
織
さ
れ
た
農
村
の
在
御
家
人
層

に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た�
。
鉄
砲
の
製
造
と
、
軍
事
教
練
さ
え
も
彼
ら
が

担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
封
建
領
主
性
は
社
会
の
団
体
化
の
中
で
生
ま
れ
、
一
層
の

団
体
化
の
中
で
解
消
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

����������ま
ず
巴
県
の
行
政
区
域
を
概
観
し
て
お
く
。[

道
光
四
年
巴
県
保
甲
烟
戸
男
丁

女
口
花
名
総
冊
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
四
〇]

に
よ
る
と
、
城
内
は
二
八

坊
、
城
外
は
一
四
廂�
、
郷
鎮
部
分
は
乾
隆
二
三
年
に
嘉
陵
江
以
北
が
理
民
府
に
移

行
し
て
以
後
、
懐
石
里
郷
・
居
義
里
郷
・
西
城
里
郷
の
三
郷
か
ら
な
り
、
郷
ご
と

に
各
三
つ
の
里
が
、
里
の
も
と
に
は
一
般
的
に
一
〇
の
甲
が
設
け
ら
れ
る
。
各
郷

に
は
二
二
〜
二
六
の
場
が
存
在
す
る
。
市
集
で
あ
る
場
は
、
時
に
里
を
跨
ぐ
が�
、

一
般
的
に
は
特
定
の
里
の
中
に
設
け
ら
れ
る
。

１

県
衙
の
中
核
機
構

巴
県
に
は
知
県
・
教
諭
・
訓
導
各
一
員
の
ほ
か
、
県
丞
と
巡
検
各
一
員
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
県
丞
は
左
堂
な
い
し
分
主
と
も
よ
ば
れ
、
県
西
部
の
白
市
駅
に
常

駐
し
て
い
る
。
巡
検
は
捕
府
と
よ
ば
れ
長
江
に
面
し
た
東
部
の
木
洞
鎮
に
常
駐
し

て
い
る
。
県
城
内
に
は
、
あ
わ
せ
て
道
・
府
の
機
構
と
、
重
慶
鎮
総
兵
以
下
の
緑

営
の
機
構
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
官
は
、
自
ら
幕
友
・
長
随
ら
長
官
に
直
属
す

る
実
務
者
集
団
を
も
ち
、
衙
門
の
中
核
を
構
成
し
て
い
る
が
、
内
署�
と
呼
ば
れ
る

こ
の
中
核
機
構
に
つ
い
て
は
、
刊
行
さ
れ
た
档
案
か
ら
は
多
く
の
記
述
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
官
員
・
衙
門
は
、
原
則
的
に
は
相
互
に
上
下
の

統
属
関
係
、
水
平
的
分
業
関
係
を
持
ち
つ
つ
も
、
後
述
の
よ
う
に
、
不
明
確
な
領

域
性
を
も
っ
て
個
別
的
に
社
会
と
接
し
て
い
る
。
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書
吏
・
差
役
の
構
成

文
書
行
政
を
中
心
と
す
る
行
政
実
務
担
当
者
集
団
で
あ
る
書
吏
と
、
後
述
の
差

役
に
つ
い
て
は
、
巴
県
档
案
を
用
い
た
先
駆
的
な
李
栄
忠
氏
の
論
稿
が
あ
り�
、
続

く
幾
本
か
の
研
究
が
あ
る�
。
と
り
わ
け
李
氏
の
研
究
は
、
お
そ
ら
く
巴
県
档
案
を

整
理
す
る
過
程
で
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
出
典
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
が
残

念
で
あ
る
が
、
包
括
的
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
档
案
と
の
間
で
特
段
の
齟
齬
の
な
い

総
括
的
解
説
で
あ
る
。
加
え
て
言
う
な
ら
ば
、
李
氏
の
研
究
は
、
巴
県
档
案
が
近

代
的
な
観
点
か
ら
再
整
理
さ
れ
る
以
前
の
資
料
伝
存
形
態
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て

お
り
、『

乾
隆�
編』

も
ま
た
六
房
分
類
を
残
し
つ
つ
、
や
や
近
代
的
な
観
点
で

の
整
理
を
加
え
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、『

巴
県
档
案
選
編』

は
、

農
業
生
産
と
工
商
業
、
あ
る
い
は
雇
用
・
工
価
と
当
鋪
・
銭
庄
・
高
利
貸
な
ど
と
、

近
代
的
・
研
究
的
観
点
で
、
よ
り
整
理
が
な
さ
れ
て
お
り
、
も
と
の
文
書
分
類
か

ら
離
れ
て
い
る
。
書
吏
・
差
役
の
業
務
記
述
は
、
多
く
は
李
氏
の
研
究
に
よ
り
た

い
。李

氏
の
研
究
に
よ
る
と
書
吏
は
、
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
の
六
房
に
加
え

て
、
衙
門
内
外
の
各
種
文
書
を
う
け
と
り
各
房
に
送
る
柬
房
、
県
城
内
外
の
府
道

等
各
衙
門
に
文
書
を
送
達
す
る
承
房
、
倉
穀
の
検
査
・
賑
糶
を
担
当
す
る
倉
房
、

塩
茶
を
司
る
塩
房
が
最
終
的
に
は
作
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
各
房
は
一
般
的
に
は
、『

福
恵
全
書』�
任
部
、
看
須
知
が

吏
房
経
管
吏
書
官
属
・
及
本
治
候
選
官
員
等
項
。
…
…
戸
房
経
管
応
徴
解
給
・

夏
税
秋
糧
・
丁
差
徭
役
・
雑
課
等
項
。
…
…
礼
房
経
管
春
秋
祭
祀
・
賓
与
考

試
・
郷
紳
学
校
・
慶
賀
旌
表
先
賢
祀
墓
古
蹟
等
項
。
…
…
…
…
刑
房
経
管
人

命
・
盗
逃
・
詞
訟
・
保
甲
・
捕
役
監
倉
禁
卒
等
項
。
…
…

と
簡
潔
に
述
べ
る
よ
う
に
、
中
央
の
六
部
に
照
応
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と

見
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
戸
房
が
財
政
を
、
刑
房
が
裁
判
を
扱
っ
て
い
た
と
す
る
著

述
も
あ
る
。
確
か
に

『

福
恵
全
書』

が
刑
房
の
職
務
と
し
て
人
命
・
盗
逃
と
並
列

で
詞
訟
を
挙
げ
る
の
は
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
。

し
か
し
裁
判
の
正
式
主
体
は
言
う
ま
で
も
な
く
知
県
で
あ
り
、
か
つ
裁
判
が
行

政
の
一
部
で
あ
る
中
国
で
は
、
各
房
の
業
務
は
対
応
す
る
裁
判
と
不
可
分
で
あ
り
、

刑
房
が
裁
判
全
体
を
担
当
す
る
の
で
は
な
い
。
民
国

『

巴
県
志』

巻
九
下

劉
衡

伝
は
、
理
想
的
形
態
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
六
房
が
裁
判
の
分
担
に
臨
む
体
制
を
、

次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

(

書
吏
の
弊
を
述
べ
た
後)

矯
其
弊
。
惟
官
須
自
做
四
字
耳
。
所
至
不
設
門

丁
。
懸
鉦
於
堂
。
以
待
愬
者
。
聞
声
即
為
審
理
。
又
設
長
案
於
堂
左
右
。
案

各
為
吏
戸
礼
兵
刑
工
六�
。
吏
呈
案
。
則
各
就
左
案
之��
之
。
而
撃
磬
以

聞
。
即
自
取
入
核�
。
発
出
即
置
右
案
。
吏
以
次
承
領
。
行
之
事
無
旁
落
。…
…

『

乾
隆
マ
イ
ク
ロ』

に
は
、
し
ば
し
ば
某
房
呈
・
某
房
承
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て

お
り
、
各
房
が
様
々
な
事
案
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
来
こ
れ

ら
の
事
案
は
、
房
ご
と
に
保
管
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
後
述
の
よ
う
に
、
過
去

の
案
巻
を
該
当
す
る
房
に
請
求
し
て
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
李

氏
が
各
房
の
業
務
を
応
差
と�
案
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ

る
。裁

判
機
能
と
セ
ッ
ト
に
な
る
応
差
い
わ
ば
業
務
処
理
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
六

房
の
名
称
か
ら
本
来
的
に
類
推
さ
れ
る
業
務
と
か
な
り
乖
離
し
て
い
る
こ
と
が
、

各
種
案
件
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
牙
税
の
納
入
を
伴
う
牙
行
へ
の
牙

帖
の
発
給
や
取
締
は
、
財
政
を
担
当
す
る
戸
房
で
は
な
く
、
礼
房
と
工
房
で
担
当

さ
れ
て
い
る�
。
ま
た
脚
夫
に
よ
る
荷
物
輸
送
は
工
房
で
管
理
さ
れ
て
い
る

。
郷

約
の
組
織
管
理
は
、
郷
約
本
来
の
機
能
で
あ
る
教
化
と
対
応
す
べ
き
礼
房
で
は
な

く
、
郷
約
の
実
質
的
機
能
に
即
応
し
た
刑
房
が
管
理
し
て
い
る�
。
李
氏
は
出
典
を

明
示
し
て
い
な
い
が
、
房
ご
と
に
多
く
の
業
務
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
お
り
、
巴

県
档
案
の
整
理
に
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

『

乾
隆�
編』

の
編
集
者
も
、
そ
の

｢

緒
論｣
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
様
な
業
務
分
担
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
担
関

係
を
生
み
出
し
た
の
は
、
各
房
に
与
え
ら
れ
た
本
来
的
規
定
な
ら
び
に
業
務
上
の

便
宜
と
も
に
、
各
房
が
獲
得
す
る
収
益
と
不
可
分
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
礼
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房
は
巴
県
の
一
五
一
の
牙
帖
の
う
ち
の
六
八
帖
を
管
轄
す
る
と
と
も
に
、
典
当
・

雑
貨
商
の
監
督
、
工
房
は
八
二
帖
の
牙
帖
の
ほ
か
、
糖
業
・
棉
業
・
会
房
・
廟
房

な
ど
を
管
轄
す
る
と
い
わ
れ
る
。

前
提
と
な
る
の
は
社
会
集
団
が
負
担
す
る
差
務
と
集
団
認
知
と
の
一
体
性
で
あ

る
。
後
述
の
よ
う
に
、
集
団
が
一
部
の
業
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は

一
部
管
理
者
の
運
営
に
よ
っ
て
混
乱
に
陥
っ
た
時
、
問
題
処
理
の
方
向
性
に
対
し

て
、
県
の
認
知
は
一
つ
の
重
要
な
要
因
と
な
る
。
そ
の
際
、
貧
者
へ
の
配
慮
が
求

め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
差
務
な
き
も
の
に
は
章
程
・
把
持
を
認
め
ず
と
い
う

の
は
、
一
つ
の
重
要
な
基
準
で
あ
る
。
ボ
タ
ン
製
造
業
者
の
章
程
を
め
ぐ
る
混
乱

に
際
し
て
知
県
が
下
し
た
裁
定
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

巴
県
正
堂
批
。
査
渝
城
各�
。
除
有
差
務
者
。
不
准
違
規
参
越
外
。
其
余
並

無�
規
之
説
。
且
百
貨
流
通
。
爾
等
敢
私
設
章
程
把
持
行
市
。
殊
属�
健
。

[

道
光
二
二
年
八
月
二
三
日
黄
裕
成
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二

四
四]

こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
、
社
会
集
団
の
認
知
は
特
定
の
衙
門
、
特
定
の
房
の

担
当
と
な
り
、
収
益
と
な
る
。
こ
れ
を
端
的
に
示
す
の
は
、
単
に
房
レ
ベ
ル
に
止

ま
ら
ず
、
本
章
頭
書
に
述
べ
た
よ
う
に
県
や
緑
営
等
の
衙
門
に
お
い
て
も
、
本
来

の
職
掌
、
集
団
に
対
す
る
統
括
責
任
関
係
は
あ
い
ま
い
で
、
納
入
さ
れ
る
差
務
と

引
き
換
え
に
、
業
者
集
団
と
の
関
係
が
取
り
結
ば
れ
、
あ
る
い
は
変
更
さ
れ
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
典
型
的
な
の
は[

嘉
慶
十
一
年
六
月
二
〇
日
伍
文
龍
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
四
〇
五]

の
事
例
で
あ
る
。

情
本
城
南
紀
・
金
紫
・
儲
奇
三
門
柴
船�
。
自
嘉
慶
三
年
在�
営
挙
簽
廖
朝

臣
充
当
柴�
首
人
。
承�
営
伍
薬
局
差
務
。
給
照�
公
。
因
朝
臣
于
今
五
月

病
故
。
蟻
等
三
門
柴
船�
協
同
公
議
。
朝
臣
之
子
廖
洪
忠
実
老
誠
。
兼
伊
父

在
日
。
随
同�
差
頗
熟
。
蟻
等
以
協
懇
簽
充
。
稟
経�
主
。
当
蒙
批
准
。
…
…
。

殊
有
不
芸
不
業
・
賭
博
為
生
之
陳
世
宦
。�
充
首
人
。
本
月
十
一
借
余
躍
彩

等
之
名
。
以
懇
賞
給
照
事
。
簽
伊
充
当
首
人
在
案
。
批�
録
粘
。
但
柴�
止

認
営
伍
薬
局
兵
差
。
照
係
営�
賞
給
。
恩
轅
無
照
無
差
。
…
…

い
か
な
る
行
政
機
関
が
社
会
集
団
を
認
知
す
る
か
の
明
確
な
基
準
が
一
般
的
に
は

存
在
せ
ず
、
差
務
と
引
き
換
え
に
し
た
個
別
の
申
請
に
よ
っ
て
集
団
の
認
知
が
な

さ
れ
、
担
当
機
関
が
決
ま
る
こ
と
を
、
こ
の
資
料
は
語
っ
て
い
る
。

同
様
に

[

嘉
慶
十
年
十
二
月
十
八
日
楊
高
太
供
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上

三
八
五]

で
は
一
方
は
捕
府
に
、
相
手
は
県
に
訴
え
、
本
来
知
県
に
属
す
は
ず
の

裁
判
業
務
を

[

道
光
二
十
三
年
九
月
初
七
日
練
龍
貴
訴
状
…
…
巴
県
档
案
選
編』

上
二
三
四]

で
は
左
堂
が
、[

嘉
慶
十
五
年
梁
續
興
等
告
状
…
…

『

巴
県
档
案
選

編』

上
二
三
九]

で
は
捕
府
が
行
っ
て
い
る
。[

嘉
慶
十
一
年
馬
乾
一
等
告
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
三
九]

で
は
県
衙
に
訴
え
た
が
埒
が
あ
か
な
い
た
め
、

下
級
で
あ
る
は
ず
の
捕
府
に
訴
え
て
い
る
。
そ
の
他
、
本
来
知
県
の
名
義
で
簽
充
・

執
照
さ
れ
る
場
頭
が
巡
検
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
事
例
も
あ
る�
。
六
房
の
業
務
分
担

も
、
本
来
の
体
系
を
基
礎
と
し
つ
つ
も
、
差
務
負
担
の
受
け
入
れ
と
一
体
化
し
た

集
団
認
知
関
係
の
集
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

書
吏
が
文
書
行
政
を
中
心
に
担
当
す
る
に
対
し
、
社
会
に
対
す
る
直
接
的
な
業

務
執
行
者
が
差
役
で
あ
り
、
本
来
的
は
書
吏
よ
り
下
級
の
下
使
い
で
あ
っ
た
。
主

要
な
も
の
と
し
て
は
、�
隷
・
快
役
・
捕
役
、
こ
の
ほ
か
に�
差
・
民
壮
・
門
役

な
ど
種
々
の
区
分
が
あ
る
。
本
来
、�
隷
は
官
員
の
随
従
、
快
役
が
田
土
担
当
、

捕
役
が
刑
吏
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
彼
ら
の
間
で
の
業
務
分
担
関
係
は
あ
い
ま
い

で
、
し
ば
し
ば
争
い
が
生
じ
て
い
る�
。
差
役
の
下
部
組
織
は
広
く
、
懐
石
里
郷
・

居
義
里
郷
・
西
城
里
郷
に
は
そ
れ
ぞ
れ
総
頭
の
も
と
に
左
右
両
班
の
快
役
が
設
け

ら
れ�
、
各
班
に
は
快
頭
以
下
の
快
役
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
出
動
は
騒
然
た

る
様
相
を
呈
し
た
。

若
天
晴
十
天
。
鑿
開
堰
頭
。
放
水
不
均
。
故
曰
官
断
如
山
。
宜
立
石
碑
。
于

乾
隆
三
十
八
年
三
月
。
将
価
得
買
黄
麟
軒
・
朝�
叔
祖
于
康
煕
二
年
得
插
田

地
一
分
。
座
落
地
名
趙
家
堡
。
于
四
十
八
年
天
時
小
乾
。
有
徐
文
秀
見
売
不

遂
。
厥�
堰
頭
。
具
控
県
主
。
出
差
。
七
・
八
・
三
甲
約
隣
。
協
同
快
頭
百
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十
余
人
。
照
契
途
程
。
趁
協
同
快
頭
来
差
過
縄
索
所
丈
三
百
六
十
之
遠
。
…
…

[

分
水
石
碑
記
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
一]

か
く
て
堰
頭
か
ら
の
水
は
、
九
股
に
分
か
っ
て
一
昼
夜
ず
つ
分
水
す
る
こ
と
が
碑

文
に
刻
ま
れ
た
。

都
市
部
に
つ
い
て
は
郷
村
の
里
に
相
応
す
る
坊
に
対
応
し
て
、
坐
坊
の
捕
役

[

嘉
慶
二
十
四
年
十
二
月
初
五
日
呉
一
語
報
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
九

〇]

、
あ
る
い
は
坊
差

[

道
光
十
四
年
九
月
初
五
日
雷
徳
興
稟
状
…
…

『

巴
県
档

案
選
編』

上
三
五
六]

[
嘉
慶
九
年
十
二
月
初
一
日
唐
仁
和
等
稟
状
…
…

『

巴
県

档
案
選
編』

上
三
三
八]
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
特
殊
な
機
能
の
場
所
を
持

ち
場
と
す
る
差
役
と
し
て
は
、
津
差

[

乾
隆
五
十
八
年
五
月
智
里
四
甲�
万
徳
稟

状
…
…

『

乾
隆�
編』

二
三
七]

、
延
河
差
役
人

[

道
光
十
四
年
五
月
二
十
四
日

巴
県
正
堂
特
示
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』
上
四
一
二]

、
巡
河
差
役

[

道
光
元
年

巴
県
告
示
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
四
〇
九]
、
な
ど
が
あ
り
、
地
域
単
位
に
、

あ
る
い
は
特
殊
な
場
所
ご
と
に
目
的
を
も
っ
て
、
広
範
に
差
役
が
存
在
し
て
い
た
。

彼
ら
の
正
確
な
数
は
不
明
で
あ
る
。
李
氏
も
述
べ
、『
巴
県
档
案
選
編』

・『

乾

隆�
編』

に
も
多
数
登
場
す
る
よ
う
に
書
吏
の
統
括
者
は
典
吏
で
あ
り
、
各
房
の

職
務
の
軽
重
に
よ
っ
て
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。
文
書
作
成
の
実
務
責
任
者
は
経
承

で
あ
り
、
文
書
の
誤
脱
に
つ
い
て
咎
め
を
受
け
る
の
は
彼
ら
で
あ
っ
た

[

乾
隆
二

十
四
年
十
一
月
十
九
日
刑
房
経
承
劉
仕
斌
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

二
二
五]

。
し

か
し
彼
ら
の
も
と
に
は
書
写
学
習
等
の
名
目
で
典
吏
や
経
承
の
採
用
し
た
実
務
者

が
多
数
存
在
し
て
い
た
。
李
氏
に
よ
る
と
光
緒
期
に
は
登
録
さ
れ
た
書
吏
だ
け
で

も
二
五
〇
名
を
超
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
時
に
整
理
が
な
さ
れ
た
が
、
ほ
ど
な
く

人
員
は
回
復
さ
れ
る
。
差
役
に
つ
い
て
も
、
上
記
の
よ
う
に
各
業
務
・
地
域
ご
と

に
配
置
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
担
当
の
内
部
で
も
書
吏
同
様
に
、
多
数
の
人
員
を
抱

え
込
ん
で
い
た
。�
作
に
つ
い
て
み
て
も�
作
・
学
習
・
跟
随
学
習
が
お
り
、
裾

野
は
広
か
っ
た�
。
道
光
四
年
に
着
任
し
七
年
ま
で
在
任
し
た
知
県
劉
衡
の
伝

(

民

国

『

巴
県
志』

巻
九
下)

に
よ
る
と
、
彼
の
着
任
時
に
は
白
役
は
七
〇
〇
〇
人
に

及
び
、
こ
れ
を
離
任
時
ま
で
に
一
〇
〇
人
に
整
理
し
た
と
い
う
。
一
つ
の
分
水
施

設
の
確
認
の
た
め
だ
け
に
百
十
余
人
の
快
頭
が
出
動
し
た
先
の
例
か
ら
み
る
と
、

七
〇
〇
〇
と
い
う
人
数
も
あ
な
が
ち
誇
張
と
は
言
い
難
い
。

周
知
の
よ
う
に
彼
ら
は
基
本
的
に
無
給
で
あ
る
が
、
慣
例
化
し
た
、
あ
る
い
は

慣
例
外
の
取
得
に
よ
り
生
計
を
立
て
て
い
た
。
刊
行
さ
れ
た
档
案
か
ら
類
推
で
き

る
収
入
の
一
部
を
の
ぞ
き
見
よ
う
。
巴
県
の
牙
帖
は
定
額
が
一
五
一
あ
り
な
が
ら
、

一
〇
九
帖
の
み
が
領
帖
さ
れ
て
い
た�
。
牙
帖
所
有
者
に
要
求
さ
れ
る
牙
税
自
身
は

毎
年
一
両
程
度
で
、
こ
れ
が
申
請
の
ハ
ー
ド
ル
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
市

井
で
は
牙
帖
は
合
股
に
際
し
二
〇
五
両
の
価
値
で
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に�
、�
行

の

｢

更
帖
使
費｣

が
八
〇
〇
両
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る�
。
牙
帖
の
正
式
申
請
や
更
新

の
た
め
に
要
す
る
費
用
を
回
避
す
る
た
め
の
私
的
継
承
の
手
法
が
、
牙
帖
の
市
場

価
格
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
県
か
ら

｢

示｣

を
求
め
る
に
八
〇

両
の
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
り�
、
係
争
に
際
し
て
過
去
の
案
巻
の
検
索
の
た
め
に

工
房
の
書
吏
に
辛
資
銭
四
〇
〇
〇
文
を
支
払
っ
た
が
埒
が
あ
か
な
い
な
ど�
、
書
差

に
は
常
に
費
用
を
請
求
さ
れ
た
。
裁
判
等
に
際
し
て
、
多
く
の
規
費
が
求
め
ら
れ

破
家
に
到
る
こ
と
は
、
広
く
官
箴
書
が
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

３

職
役
戸

衙
門
の
専
従
者
で
あ
る
差
役
に
対
し
、
郷
村
・
都
市
の
内
部
に
は
、
県
衙
か
ら

の
徴
収
に
対
応
す
る
各
種
の
役
務
担
当
者
が
存
在
し
て
い
る
。
清
末
の
段
階
で
、

彼
等
に
つ
い
て
は
個
々
の
呼
称
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
一
分
・
全
部
に
つ
い
て
総
括

す
る
呼
称
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
伝
統
的
に
郷
村
行
政
・
官
衙

の
末
端
業
務
を
担
う
業
務
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る

｢

職
役｣

に
従
っ
て�
、
そ
れ
ら

を
差
し
当
た
り
一
括
し
て

｢

職
役
戸｣

と
呼
ん
で
お
く
。
そ
の
中
に
は
郷
村
内
部

の
労
務
で
あ
る
郷
役
と
官
衙
へ
の
労
務
で
あ
る
衙
役
の
両
者
を
含
む�
。
下
記
Ｃ
の

同
業
組
織
の
代
表
者
は
、
他
の
場
合
よ
り
も
代
表
者
的
性
格
を
多
く
持
つ
が
、
後

述
の
よ
う
に
県
衙
よ
り
任
命
さ
れ
た
差
務
負
担
者
と
し
て
の
共
通
性
を
明
瞭
に
持

足 立 啓 二 202



つ
の
で
、
こ
こ
で
は
一
括
し
て
扱
う
。
そ
れ
ら
は
大
き
く
三
分
さ
れ
よ
う
。

Ａ

坊
廂
・
里
甲
に
設
け
ら
れ
て
い
る
職
役
戸

Ｂ

商
業
拠
点
で
あ
る

｢

場｣

や
渡
し
場
な
ど
特
別
な
場
所
に
設
け
ら
れ
る

職
役
戸

Ｃ

商
工
業
・
運
輸
業
集
団
、
出
身
地
域
集
団
と
県
衙
を
結
ぶ
差
務
負
担
者

Ａ

在
郷
九
里
の
八
四
甲
に
は
、
一
般
的
に
一
名
か
ら
数
名
の
郷
約
と
保
長
が
設

置
さ
れ
て
い
る
。
郷
約
は
元
来
人
民
の
教
化
の
た
め
に
民
間
で
作
ら
れ
た
組
織
に

由
来
し
、
保
長
は
治
安
維
持
の
た
め
の
保
甲
制
に
由
来
す
る
が
、
郷
約
が
糧
務
を

担
当
す
る
な
ど
、
両
者
の
間
に
は
実
質
上
の
職
務
に
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。

業
務
に
つ
い
て
の
や
や
立
ち
入
っ
た
検
討
は
後
に
す
る
と
し
て
、
糧
務
・
治
安
・

排
解
・
教
化
な
ど
を
委
ね
ら
れ
る
。『
乾
隆
档
案』

二
一
二
頁
所
収
の

｢

乾
隆
二

十
七
年
巴
県
里
甲
郷
約
保
長
名
冊｣

よ
り
作
成
さ
れ
た
郷
約
保
長
統
計
に
よ
る
と
、

原
档
案
に
お
い
て
も
と
も
と
用
紙
を
欠
い
て
い
る
里
甲
を
集
計
か
ら
除
外
す
る
と
、

甲
ご
と
に
平
均
三
・
四
人
の
郷
約
・
保
長
が
存
在
し
た
。
業
務
煩
瑣
の
場
合
、
彼

ら
の
下
に
若
干
名
の
小
甲
が
置
か
れ
保
長
の
下
で
催�
の
任
に
当
た
る
場
合
も
あ
っ

た
。[

六
月
二
十
三
日
梁
鳳
羽
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

一
九
六]

に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。

直
七
里
保
長
梁
鳳
羽
。
為
遵
批
稟
明
事
。
情
蟻
承
充
保
長
。
已
経
五
年
。
因

家
貧
業
売
。
勉
将
倉
穀�
峻
。
…
…
窃
蟻
本
甲
花
戸
零
星
。
毎
縫
公
事
。
督

各
小
甲
催�
。
未
経
周
知
。
…
…

坊
廂
に
つ
い
て
も
同
様
に
約
坊

(

略
し
て
約)

、
廂
長
あ
る
い
は
坊
長
と
呼
ば
れ

る
職
務
が
設
け
ら
れ
、
主
に
排
解
の
場
面
で
登
場
す
る
。

Ｂ

場
は
、
他
省
で
集
・
市
集
・
虚
な
ど
と
呼
ば
れ
る
市
場
の
四
川
に
お
け
る
呼

称
で
あ
り
、
本
来
は
県
の
認
可
の
も
と
に
逐
次
設
置
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

[

乾
隆
三
十
八
年
一
月
二
十
六
日
彭
正
明
稟
、
同
二
月
八
日
稟
…
…

『

巴
県
档
案

選
編』

下
二
〇
一]

で
は
、
彭
某
の
単
独
申
請
は
県
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
、
郷
保
・

地
隣
の
合
意
の
下
に
再
度
申
請
さ
れ
た
。
た
だ
実
際
に
は
、
そ
の
生
成
・
消
滅
は

自
生
的
に
か
な
り
頻
繁
で
不
安
定
で
あ
る
こ
と
が
研
究
史
的
に
も
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る�
。
先
述
の
よ
う
に
、
場
は
概
ね
里
内
に
含
ま
れ
、
従
っ
て
甲
の
郷
保
が
業

務
を
遂
行
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
必
ず
し
も
特
定
の
ポ
ス
ト
を
設
け
な

い
場
合
も
あ
る
。
形
式
的
に
は
、
差
務
の
多
さ
、
地
域
の
治
安
の
観
点
を
理
由
に
、

場
や
場
を
含
む
里
か
ら
の
要
望
を
う
け
て
、
い
く
つ
か
の
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
、

オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る�
。
中
心
は
場
頭

(

場
長
と
も
呼
ば
れ
る)

と
客
長

(

客
約

と
も
呼
ば
れ
る)

で
あ
る
。
商
業
地
域
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
移
動
性
の
高
い
客

民
が
多
い
。
現
地
で
店
舗
を
構
え
長
期
間
滞
在
す
る
客
民
、
あ
る
い
は
商
品
の
売

掛
回
収
の
た
め
に
比
較
的
短
期
間
滞
在
す
る
客
商
な
ど
、
様
々
な
外
来
居
住
者
が

い
て
、
彼
等
に
対
応
す
る
客
長
が
必
要
と
さ
れ
た
。
ま
た
場
頭
・
客
長
と
は
別
に

郷
約
が
設
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た�
。
頻
繁
な
場
鎮
に
は
小
甲
若
干
名
が
設
置
さ

れ
た�
。
ま
た
場
の
郷
約
・
保
長
ら
に
は
、
場
内
公
事
の
ほ
か�
、
後
述
の
よ
う
に
地

租
銭
を
徴
収
・
上
納
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
場
が
河
川
や
要
路
に
通
じ
て
い

る
以
上
、
差
務
は
多
か
っ
た
。

Ｃ

長
江
と
嘉
陵
江
の
分
岐
点
を
な
す
巴
県
は
、
長
江
中
下
流
と
四
川
省
を
始
め

と
す
る
い
く
つ
か
の
省
域
と
を
結
び
つ
け
る
流
通
の
要
で
あ
る
。
乾
隆
期
を
大
き

な
経
過
点
に
拡
大
し
続
け
る
商
品
流
通
は
、
後
述
の
人
口
圧
力
を
も
背
景
と
し
な

が
ら
、
多
く
の
製
造
・
流
通
の
担
い
手
た
ち
と
商
工
業
者
組
織
を
生
み
出
し
て
い
っ

た
。様

々
な
営
業
者
集
団
は
、
多
く�
を
称
す
。
時
に
は
原
意
と
し
て
は
営
業
を
指

す
行
を
集
団
名
称
と
し
て
用
い
る
場
合
も
あ
る
。
行
は�
と
混
用
さ
れ
る
場
合
も

あ
り�
、
ま
た
内
行
・
外
行
と
、
集
団
を
他
者
と
分
か
つ
呼
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ�
、

自
ら
の
規
則
を
行
規
と
称
す
る
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
牙
行
営
業
を
表
現
す
る
山
貨

行
・�
行
な
ど
は
、
原
義
を
同
じ
く
す
る
が
、
こ
れ
と
は
別
で
あ
る
。

�
は
一
般
的
に
業
種
ご
と
に
作
ら
れ
る
。
刺
繍
職
人
の
永
生�[
道
光
二
十
二

年
永
生�
顧
繍
老
板
師
友
公
議
条
規
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
三
四]

、
た

ば
こ
販
売
の
煙�[
道
光
二
十
七
年
五
月
杜
大
茂
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』
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上
三
七
六]

等
々
で
あ
る
。

各
種
の
営
業
の
中
に
は
、
さ
ら
に
出
身
地
域
別
、
営
業
方
法
ご
と
に�
を
形
成

す
る
場
合
が
あ
る
。
太
平
門�
頭
の
脚
夫
の
中
に
は
、
陝
西
出
身
の
西�
と
茶
陵

出
身
の
南�
が
存
在
し

[

嘉
慶
十
七
年
四
月
三
日
張
文
佳
等
供
状
…
…

『

巴
県
档

案
選
編』
下
四]

、
千
斯
坊
の
脚
夫
に
は
茶�
・
川�
が
存
在
し
た

[

道
光
二
年

五
月
三
日
王
清
等
結
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
九]

。
脚
夫
の
な
か
で
も
輸

送
方
法
に
基
づ
い
て
牽�
・
扛�
の
二
つ
が
存
在
し

[

嘉
慶
二
十
四
年
九
月
十
二

日
牽�
扛�
合
同
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
五]

、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
勢

力
範
囲
を
争
っ
て
い
た
。

�
は
水
平
的
に
区
分
さ
れ
る
と
と
も
に
、
重
層
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
典
型
的
事
例
は
船
戸
の�
の
重
層
性
で
あ
る
。
重
慶
を
結
節
点
と
し
て
、
長

江
上
流
の
上
河
、
嘉
陵
江
の
小
河
、
長
江
下
流
の
下
河
に
応
じ
て
三
河
船�
が
組

織
さ
れ

[

嘉
慶
九
年
三
河
船�
差
務
章
程
清
単
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
四
〇

二]

、
さ
ら
に
そ
の
内
部
に
は
大
河
に
面
す
る
嘉
定�
・
叙
府�
な
ど
の
多
数
の

�
が
組
織
さ
れ
て
い
た

[

嘉
慶
九
年
六
月
二
十
日
大
小
両
河
各�
船
首
認�
差
事

単
、
嘉
慶
九
年
八
省
局
紳
公
議
大
河�
差
務
条
規
…
…

『
巴
県
档
案
選
編』

上
四

〇
三]

。
ま
た
柴
船�
な
ど
の
運
送
品
ご
と
に
船�
が
組
織
さ
れ
る
場
合
も
あ
る�
。

さ
ら
に
は
棉
布
の
種
類
ご
と
の
細
か
な�
も
存
在
す
る

[

道
光
二
十
年
五
月
初
十

日
巴
県
鑒
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
四
六]

。

同
業
者
が
自
称
す
る�
集
団
あ
る
い
は
行
は
、
そ
の
内
部
に
特
有
の
目
的
を
持

つ

｢

会｣

な
ど
と
呼
ば
れ
る
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
若
干
の

例
を
あ
げ
る
と�
、

情
渝
城
糸
桟�
于
乾
隆
年
間
。
経
本
省
同
江
南
・
江
西
・
湖
広
・
貴
州
五
省

客
長
。
議
立
章
程
。
興
設
葛
仙
会
。
議
明
開
舗
之
家
。
不
得
自
行
打
線
。
以

三
年
之
内
。
招
一
学
徒
。
…
…

[

道
光
二
十
四
年
六
月
十
二
日�
三
福
等
哀

状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
四
八]

情
蟻
弾
棉
花
手
芸
生
理
。
渝
城
各
舗
囗
囗
囗
囗
議
定
。
毎
日
只
准
弾
花
十
斤
。

同
行
公
議
立
会
挙
蟻
為
首
。
…
…

[

道
光
二
十
三
年
十
月
初
五
日
周
傅
万
告

状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
四
一]

た
だ
し
、
全
て
の�
や
行
が
会
を
作
る
訳
で
は
な
く
、�
や
行
自
身
が
目
的
的
な

機
能
を
果
た
す
場
合
も
多
い
。

こ
れ
ら
の
集
団
は
、
生
産
量
・
入
会
金
・
徒
弟
採
用
規
定
・
使
用
貨
幣
・
賃
金

な
ど
を
決
め
、
構
成
員
・
入
会
者
・
さ
ら
に
は
行
外
の
営
業
者
な
ど
か
ら
も
資
金

を
徴
収
し
、
廟
を
作
り
祭
祀
を
行
い
、
あ
る
い
は
貧
困
な
会
員
に
埋
葬
地
・
棺
を

提
供
し
た
り
す
る�
。
会
に
は
会
首
あ
る
い
は
首
人
・
首
事
な
ど
と
呼
ば
れ
る
人
物

が
置
か
れ
、
い
く
つ
か
の
場
合
、
一
年
で
担
当
を
交
替
し
、
値
年
会
首
な
ど
と
呼

ば
れ
、
金
銭
管
理
な
ど
を
担
当
す
る
と
と
も
に
、
差
務
の
負
担
を
含
め
た
官
衙
と

の
対
応
を
す
る
。

や
や
異
色
な
会
は
、
被
雇
用
者
の
会
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
刺
繍
職
人
の
永

生�[
道
光
二
十
二
年
永
生�
顧
繍
老
板
師
友
公
議
条
規
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
三
四]

で
は
、
会
員
が
三
皇
会
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
三
皇
会

は

[

道
光
二
十
三
年
十
月
初
五
日
謝
夙
貴
等
供
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二

四
一]

に
問
据
周
老
四
供
。
小
的
平
日
学
習
弾
花
手
芸
。�
汪
大
川
舗
内�
工
。
前
月

十
七
日
。
小
的
当
値
年
三
皇
会
首
。�
会
治
酒
去
了
。
請
這
謝
夙
貴�
小
的

替
工
両
日
。
毎
天
給
他
工
銭
六
十
文
。

と
あ
る
よ
う
に
、
被
雇
用
人
が
会
首
と
な
る
会
で
あ
る
。｢

皇
会｣

首
事
を
被
雇

用
人
が
務
め
、
雇
主
の
と
こ
ろ
に
来
て
人
数
に
応
じ
て
金
員
を
要
求
す
る
事
例�
、

同
様
に
被
雇
用
者
が
成
規
を
作
り
、
金
を
集
め
て
会
を
営
み
、
意
に
沿
わ
な
い
と

ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
こ
す
事
例
も
あ
る�
。
永
生�
が

｢

顧
繍
老
板
師
友
公
議
条
規｣

と
い
う
同
業
者
全
体
の
議
定
の
中
に
三
皇
会
へ
の
入
会
禁
止
規
定
や
賃
金
規
定
、

徒
弟
の
出
師
規
定
を
入
れ
込
ん
だ
の
は
、
経
営
内
部
で
被
雇
用
人
の
統
制
が
困
難

で
あ
り
、
会
の
規
定
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
県
衙
に
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
し
て

も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
を
統
制
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
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地
域
別
の
同
業
者
集
団
は
、
省
別
に
集
団
を
持
ち
、
共
同
資
産
の
運
用
益
か
ら

廟
や
祭
祀
を
共
有
す
る
。
彼
ら
の
代
表
者
は
八
省
客
長
と
呼
ば
れ
、
場
ご
と
の
客

長
と
は
独
立
し
て
、
県
の
指
示
を
う
け
て
排
解
・
調
査
機
能
な
ど
を
果
た
す
と
と

も
に
、
八
省
の
名
を
冠
す
る
倉
儲
を
設
け
る
な
ど
、
比
較
的
上
位
の
社
会
機
能
を

果
た
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
同
業
・
同
郷
集
団
は
、
下
か
ら
と
上
か
ら
、
二
つ
の
方
向
生
か
ら
作

ら
れ
る
。
同
業
者
集
団
は
、
同
業
者
全
体
を
包
括
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
た
。
先

の

[

道
光
二
十
二
年
永
生�
顧
繍
老
板
師
友
公
議
条
規
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
三
四]

に
は

一
議
。
永
生�
有
外
行
開
舗
者
。
出
招
牌
銀
二
両
整
。
或
有
外
行
合
夥
者
。

出
招
牌
銀
一
両
整
。
交
真
原
首
事
。
備
賈
義
冢
。
置
造
棺
木
。
建
立
学
堂
。

�
保
嬰
医
館
施
薬
等
用
。

と
あ
り
、
行
に
属
さ
な
い
営
業
、
及
び
行
内
の
営
業
者
と
の
合
股
契
約
に
よ
る
事

実
上
の
行
外
営
業
を�
、
規
則
が
容
認
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
の
出
身
地
域

ご
と
の
縄
張
り
の
分
割
争
い
、
あ
る
い
は
雇
用
人
の
集
団
形
成
な
ど
も
含
め
、
絶

え
ざ
る
外
部
か
ら
の
集
団
形
成
の
動
き
が
存
在
し
う
る
。
档
案
に
は
、
成
功
し
て

一
つ
の�
と
し
て
、
あ
る
い
は
会
を
作
っ
て
機
能
し
て
い
る
同
業
者
集
団
事
例
に

交
じ
っ
て
、
不
当
な
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
た
事
例
も
多
く
存
在
す
る
。

県
衙
の
側
か
ら
も
、
差
務
の
確
保
と
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
、
個
々
の
業
種
に

対
し
て
組
織
化
と
責
任
者
の
選
任
が
要
求
さ
れ
る
。
流
通
拠
点
で
あ
り
、
か
つ
商

業
地
区
の
中
心
が
高
台
に
あ
っ
た
巴
県
で
は
、
脚
夫
等
と
よ
ば
れ
る
多
数
の
運
搬

業
者
が
存
在
し
た
。
か
れ
ら
は
縄
張
り
を
争
っ
て�
な
ど
に
結
集
し
て
い
た
が
、

他
地
域
の
船
着
き
場
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に�
、�
頭
に
は
着
船
と
と
も
に
多
く
の

脚
夫
が
押
し
か
け
、
混
乱
状
態
に
陥
り
、
し
ば
し
ば
商
品
が
盗
ま
れ
・
抜
き
取
ら

れ
る
事
態
が
発
生
し
た
。
こ
う
し
た
報
告
を
受
け
、
朝
天
門�
頭
に
二
名
の
夫
頭

を
設
け
、
脚
夫
を
登
録
さ
せ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
夫
頭
に
仲
介
責
任
を
負
わ
せ
る

こ
と
に
な
り
、
彼
ら
に
は
県
よ
り
執
照
が
与
え
ら
れ
た�
。
も
っ
と
も
十
年
後
の
巴

県
告
示
に
見
ら
れ
る
よ
う
に�
、
夫
頭
設
置
は
規
律
化
の
効
果
を
示
し
て
は
い
な
か
っ

た
が
。
夫
頭
の
も
と
に
編
成
さ
れ
た
脚
夫
か
ら
は
、
軍
事
行
動
な
ど
の
特
別
事
態�

以
外
に
も
、
日
常
的
に
官
衙
で
の
随
従
の
差
務
が
課
さ
れ�
、
差
役
の
恣
意
に
よ
っ

て
二
〜
三
〇
人
が
日
夜
動
員
さ
れ
る
状
態
に
も
な
っ
た�
。

船
戸
組
織
化
の
大
き
な
き
っ
か
け
は
、
嘉
慶
三
年
に
本
格
化
す
る
白
蓮
教
徒
の

反
乱
で
、
食
糧
を
含
め
た
軍
需
品
の
輸
送
の
た
め
に
、
道
員
・
知
府
の
指
示
に
よ

り
、
船
戸
た
ち
に
首
人
を
選
ば
せ
る
こ
と
に
な
っ
た�
。
以
後
、
嘉
慶
年
間
を
通
じ

て
、
先
述
の
よ
う
に
大
河
・
小
河
、
あ
る
い
は
拠
点
地
域
別
に
重
層
的
に
多
数
の

船�
が
組
織
さ
れ
、
船
の
大
き
さ
と
距
離
な
ど
に
よ
り
つ
つ
、
一
隻
当
た
り
数
十

文
か
ら
数
百
文�
、
下
流
の
遠
隔
地
交
易
船
か
ら
は
さ
ら
に
多
く
の
差
費
が
徴
収
さ

れ
た�
。����������専

制
国
家
中
国
に
社
会
的
規
律
の
基
盤
と
な
る
団
体
性
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と

は
、
一
般
的
に
は
戦
国
期
に
お
け
る
国
家
の
立
ち
上
が
り
、
お
よ
び
そ
れ
に
先
行

す
る
殷
周
時
代
と
い
う
高
度
に
発
達
し
た
首
長
制
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ

る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
集
約
的
農
業
が
発
達
し
、
小
商
品
生
産
が
広
範
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
土
地
所
有
を
単
位
と
す
る
貨
幣
課
税
が
一
般
化
し
た
清
朝
後

期
に
即
し
て
、
行
政
編
成
の
社
会
基
盤
を
見
て
み
よ
う
。

１

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
不
確
定

日
本
近
世
中
期
以
降
に
お
け
る
人
口
の
停
滞
は
経
済
成
長
の
停
滞
を
意
味
す
る

の
で
は
な
く
、
定
額
化
さ
れ
た
年
貢
の
村
請
制
度
の
も
と
で
、
村
を
構
成
す
る
家

の
増
大
が
抑
制
さ
れ
、
家
の
再
生
産
を
保
障
す
る
必
要
な
家
族
員
数
の
固
定
化
が

も
た
ら
し
た
も
の
で
、
む
し
ろ
村
内
へ
の
剰
余
蓄
積
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
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そ
れ
に
対
し
て
中
国
で
は
、
同
時
期
に
急
激
な
人
口
爆
発
が
起
き
る
。
長
江
中

下
流
域
か
ら
の
移
民
が
峠
を
越
し
た
乾
隆
期
に
な
っ
て
も
、
表
で
見
た
よ
う
に
、

四
川
省
の
人
口
は
激
し
く
増
加
す
る
。
人
口
が
課
税
基
準
で
な
く
な
っ
た
こ
と
、

水
稲
や
小
麦
な
ど
の
伝
統
的
主
穀
の
以
外
に
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
芋
類
な
ど
乾
燥

地
へ
の
対
応
度
の
高
い
農
産
物
が
食
糧
需
要
を
支
え
る
条
件
を
形
成
し
た
こ
と�
、

さ
ら
に
急
速
に
展
開
す
る
小
商
品
生
産
が
、
多
く
の
農
外
余
業
・
商
工
業
へ
の
就

業
を
可
能
に
し
た
こ
と
な
ど
を
前
提
条
件
に
、
人
工
爆
発
が
こ
の
時
期
に
起
こ
っ

た
。
均
分
相
続
を
前
提
と
す
る
父
系
制
社
会
は
、
多
く
の
家
を
社
会
に
放
出
し
た
。

家
名
・
家
業
・
家
産
を
継
承
す
る
経
営
体
と
し
て
の
家
が
、
原
則
的
に
分
割
さ
れ

る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
る
日
本
と
対
照
的
に
、
増
加
し
・
移
動
す
る
中
国
の
家
は
、

地
域
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
流
動
化
さ
せ
た
。

商
工
業
に
お
け
る
流
動
性
は
、
そ
れ
を
一
層
顕
著
に
示
す
。
経
営
の
内
部
に
お

い
て
も
経
営
相
互
間
に
お
い
て
も
分
業
化
が
進
み
、
生
産
と
流
通
の
効
率
化
が
進

む
た
め
に
は
、
一
般
的
に
は
経
営
と
い
う
団
体
の
内
部
、
お
よ
び
経
営
相
互
間
に

お
け
る
規
範
の
形
成
が
不
可
欠
で
あ
る
。
然
る
条
件
の
も
と
で
、
小
経
営
は
大
経

営
に
転
化
し
う
る
。

先
に
第
一
回
中
国
史
学
国
際
会
議
に
お
い
て
報
告
し
た
よ
う
に
、
明
清
時
代
に

お
け
る
経
営
は
分
裂
的
で
、｢

法
人
格｣

と
は
縁
遠
い�
。
当
時
の
経
営
に
は
、
経

営
内
部
に
半
ば
独
立
的
な
経
営
が
入
り
込
む
場
合
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
報
告

で
も
挙
例
し
た
よ
う
に
、
巴
県
の
脚
夫
に
は
牙
行
等
の
営
業
に
付
属
す
る
管
行
と

呼
ば
れ
る
脚
夫
営
業
が
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
は
一
面
で
は
任
免
さ
れ
る
被
雇
用

者
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
半
面
で
、
牙
行
本
体
の
経
営
権
の
移
動
に
関
わ
ら
ず
自

ら
の
運
送
稼
業
を
継
承
・
転
貸
す
る
権
限
を
主
張
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た�
。

合
股
は
一
般
的
に
は
、
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
幾
人
か
が
出
資
し
て
お
こ
な

う
共
同
経
営
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
一
体
的
な
経
営
と
は
言
い
難
い
場
合
が
し

ば
し
ば
あ
る
。
合
股
の
内
部
に
は
、
合
股
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
す
る
個
別
客

脹
や
私
号
花
売
な
ど
の
自
己
商
売
、
支
用
と
呼
ば
れ
る
合
股
か
ら
の
自
己
引
き
出

し
金
が
存
在
す
る
こ
と
は
常
態
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
裂
性
は
合
股
の
解
消
に

際
し
て
顕
現
す
る
。
解
散
時
に
は
元
の
所
有
者
に
出
資
物
を
返
却
す
る
こ
と
が
通

例
で
あ
る
。
合
股
の
金
員
は
決
し
て
合
股
体
の
資
産
を
形
成
し
て
い
な
か
っ
た
。

負
債
は
そ
の
の
ち
、
個
別
に
返
済
さ
れ
る�
。

個
別
経
営
内
部
の
責
任
も
、
最
終
的
に
は
取
引
当
事
者
で
あ
る
店
員
個
人
の
責

任
に
帰
せ
ら
れ
る
例
が
多
い
。

立
包
管
字
人
劉
文
碧
。
自
幼
在
黄
憶
順
号
。
学
習
生
意
。
承
師
寵
信
。
将
店

中
内
外
大
小
事
。
分
務
付
託
晩
管
理
。
因
己
無
才
。
諸
事
荒
疏
。
不
惟
将
店

中
資
本
折
尽
。
而
且
尚
虧
空
客
帳
三
千
余
金
。
是
以
停
歇
客
帳
。
兼
知
帳
内

自
愧
之
甚
多
。
刻
已
査
出
二
千
余
金
。
此
項
理
応
照
数
還
出
。
…
…
如
晩
稍

有
生
発
。
決
不
能
昧
此
良
心
不
還
之
理
。
以
及
店
内
所
該
人
項
。
人
該
店
項
。

及
貨
物
吊
号
等
件
。�
有
錯
訛
。
自
有
劉
文
碧
到
場
経
算
。�
有
私
収
客
帳
。

得
一
賠
十
。
…
…

[

劉
文
碧
包
管
字
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
八
七]

同
様
な
事
例
は
、[(

嘉
慶
十
四
年
九
月)

周
徳
文
供
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
六
三]

[

道
光
十
六
年
十
月
十
七
日
艾
錦
龍
告
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
九
一]

に
も
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
営
業
は
一
体
性
を
欠
く
場
合
が
多
い
が
、
一
体
性
を
欠
い
た
ま
ま
収

益
権
は
限
り
な
く
細
か
く
分
割
さ
れ
て
売
買
さ
れ
・
貸
し
出
さ
れ
る
。
先
に
見
た

管
行
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、

立
出
頂
脚
力
生
意
文
約
人
譚
世
龍
。
情
因
負
債
難
償
。
無
従
出
備
。
懇
将
己

手
所
接
王
復
興
名
下
正
大
糖
行
八
股
生
意
之
内
一
股
。
股
内
老
約
均
作
十
成
。

原
得
頂
五
成
。
又
己
手
所
接
弟
輝
萼
名
下
八
股
生
意
之
内
一
股
。
今
又
均
作

十
成
。
内
将
三
成
出
頂
。
両
約
生
意
共
八
成
。
情
願
出
頂
与
人
。
…
…

[

譚

世
龍
出
頂
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
二
〇]

八
股
の
営
業
権
が
、
一
股
を
さ
ら
に
十
分
割
し
て
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
例
は
無
数
に
存
在
す
る
。
労
働
実
態
と
は
乖
離
し
て
、
収
益
の
利
権
が
売
買
・

貸
借
さ
れ
る
。
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分
裂
性
と
と
も
に
、
資
本
の
有
機
的
構
成
が
低
い
こ
と
も
、
商
工
業
流
動
化
の

前
提
条
件
の
一
つ
で
あ
る
。[

嘉
慶
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日
楊
耕
万
告
状
…
…

『
巴
県
档
案
選
編』

上
四
二
一]

[

嘉
慶
二
十
四
年
六
月
三
十
日
朱
万
順
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
四
二
一]

で
は
、
銭
三
五
〇
〇
〇
文
で
船
を
入
手
し
た
男

が
、
船
の
値
段
よ
り
高
い
八
一
〇
〇
〇
文
の
輸
送
費
で
米
と
銀
を
湖
北
に
輸
送
す

る
契
約
を
結
ん
だ
う
え
で
、
途
中
で
逃
亡
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
他
に
も
船

の
値
段
よ
り
お
そ
ら
く
高
い
輸
送
料
契
約
の
事
例�
、
船
主
が
運
賃
を
受
け
取
っ
た

上
で
、
船
を
捨
て
て
逃
亡
し
た
事
例�
な
ど
が
あ
る
。
商
業
の
中
核
と
み
な
さ
れ
る

牙
行
が
、
実
は
少
な
い
資
金
で
大
き
な
取
引
を
行
い
、
頻
繁
に
売
買
を
焦
げ
付
か

せ
、
数
年
な
ら
ず
し
て
経
営
を
交
替
さ
せ
続
け
、
牙
行
の
存
在
を
前
提
に
輸
送
業

を
営
ん
で
い
る
管
行
の
あ
い
だ
で
も
、
牙
行
の
休
業
期
間
は
管
行
生
意
の
出
頂
期

間
か
ら
差
し
引
く
慣
習
で
あ
っ
た�
。

２

｢

公
共
業
務｣

の
存
在
形
態

小
農
経
営
を
基
盤
と
す
る
前
近
代
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
再
生
産
を
保
障

す
る
一
般
的
業
務
は
、
か
つ
て
は
共
同
体
も
し
く
は
領
主

(
あ
る
い
は
地
主)

に

よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
甚
だ
し
く
は
水
利
・
道
路
修
理
と
い
っ

た
業
務
の
存
在
自
身
が
、
共
同
体
の
存
在
を
立
証
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し

共
同
体
型
社
会
に
お
い
て
共
同
体
の
課
題
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
諸
業
務
が
、
他
の

社
会
に
お
い
て
も
共
同
体
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
国
家
的

業
務
で
あ
っ
た
り

(

地
方
官
の
組
織
化
を
含
む)

、
時
に
は
私
的
な
業
務
で
あ
っ

た
り
す
る
。
水
利
は
そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。

道
光
六
年
、
布
政
使
の
指
示
を
受
け
て
巴
県
は
旱
害
対
策
の
告
示
を
発
し
た
。

晴
れ
の
日
は
年
間
三
日
と
称
さ
れ
、
霧
に
こ
も
る
巴
県
で
は
あ
る
が
、
年
間
降
水

量
そ
の
も
の
は
一
〇
〇
〇
ミ
リ
程
度

(

熊
本
は
二
〇
〇
〇
ミ
リ
程
度)

で
、
灌
漑

農
業
の
た
め
に
は
、
水
利
施
設
へ
の
配
慮
が
重
要
で
あ
る
。
紳
耆
糧
戸
を
集
め
て

議
論
の
上
で
、
対
策
が
知
府
に
報
告
さ
れ
た

[

道
光
六
年
四
月
巴
県
正
堂
勧
諭
築

堰
開
塘
条
規
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
五]

。
そ
の
特
色
は
、
築
堰
開
塘
安
設

筒
車
に
つ
い
て
は
土
地
を
選
ん
で
各
自
挙
行
す
べ
し
。
紳
耆
糧
戸
に
は
帳
簿
を
支

給
し
、
記
入
の
上
で
、
六
月
以
降
、
逐
次
県
に
報
告
す
べ
し
。
水
利
施
設
の
う
ち

公
共
朋
修
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
は
出
資
に
応
じ
て
分
水
を
定
め
、
碑
に
刻
ん

で
争
い
を
防
止
す
る
よ
う
。
こ
う
い
っ
た
内
容
を
奨
励
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
水
利
施
設
整
備
報
告
書
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
一
通
を
紹
介

す
る
と
、

廉
里
九
甲
。
地
名
大
谷
渓
。
離
城
二
十
里
。
糧
戸
張
魯
江
。
補
修
古
堰
一
道
。

長
二
十
三
丈
。
高
十
丈
。
寛
三
尺
。

廉
里
九
甲
。
地
名
水
井
湾
。
離
城
二
十
里
。
糧
戸
張
魯
江
。
補
修
古
堰
一
道
。

長
三
十
八
丈
。
高
十
丈
。
寛
三
尺
。

…
…
…
…(

以
下
略)

…
…
…
…[

道
光
六
年
巴
県
新
修
旧
有
堰
塘
登
簿
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
五]

『

巴
県
档
案
選
編』

上
七
に
も
、
同
様
な
内
容
の
九
月
十
六
日
付
の
稟
文
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
両
者
併
せ
て
堰
二
七
道
、
塘
四
二
口
の
新
設
・
補
修
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
二
つ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
県
下
九
里
八
四
甲
の
う
ち
、
六
里

一
二
甲
の
事
業
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
も
か
な
り
の
報
告
が
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
特
色
は
、
全
て
の
水
利
施
設
が
個
々
の
糧
戸
に
帰
属
す
る

こ
と
、
広
範
な
地
域
か
ら
短
期
間
の
う
ち
に
報
告
さ
れ
て
お
り
、｢

補
修｣

を
公

称
す
る
も
の
が
多
く
、
実
際
上
は
さ
ら
に
多
い
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
堰
は

特
別
長
い
も
の
で
一
九
〇
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
に
及
ぶ
が
、
航
空
写
真
な
ど
か
ら
み

る
と
、
河
川
を
堰
き
止
め
て
導
水
す
る
施
設
と
い
う
よ
り
、
機
能
的
に
は
塘
い
近

い
。
塘
に
つ
い
て
は
、
幅
が
長
い
も
の
で
十
余
メ
ー
ト
ル
、
短
い
も
の
で
三
メ
ー

ト
ル
程
度
で
あ
る
。

こ
の
水
利
施
設
の
形
状
は
、
必
ず
し
も
巴
県
の
地
形
が
規
定
し
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
構
築
主
体
の
社
会
的
性
格
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
四
川
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省
東
部
の
台
地
や
山
脈
に
対
す
る
長
江
・
嘉
陵
江
の
切
り
込
み
は
深
く
、
か
つ
水

位
の
年
較
差
も
著
し
く
、
こ
う
し
た
河
川
か
ら
の
灌
漑
が
、
前
近
代
の
技
術
で
は

不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
巴
県
内
か
ら
は
、
長
江
・
嘉
陵

江
に
数
十
キ
ロ
レ
ベ
ル
の
長
さ
を
持
つ
河
川
が
幾
本
も
流
れ
込
ん
で
お
り
、
そ
の

点
で
は
熊
本
藩
も
同
様
で
あ
り
、
一
定
の
広
域
性
を
持
っ
た
灌
漑
網
を
構
築
す
る

な
ら
、
乾
田
化
可
能
な
水
田
を
大
規
模
に
整
備
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

近
世
中
後
期
に
お
い
て
、
熊
本
藩
で
こ
れ
を
実
現
し
た
の
が
、
村
落
共
同
体
の

上
位
集
団
で
あ
る
手
永
で
あ
っ
た
。
矢
部
手
永
に
作
ら
れ
た
著
名
な
通
潤
橋
を
核

と
す
る
水
利
施
設
は
、
以
下
の
よ
う
な
形
状
を
な
す
。
河
川
上
流
に
取
り
入
れ
口

を
設
け
、
阿
蘇
火
砕
流
の
縁
辺
部
分
を
巧
に
利
用
し
な
が
ら
、
各
所
に
隧
道
や
盛

り
土
を
設
け
て
高
さ
を
調
節
し
つ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
導
水
路
を
設
け
、
こ
れ
を

高
さ
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
七
六
メ
ー
ト
ル
の
サ
イ
フ
ォ
ン
式
の
水
道
橋
に
つ
な

ぎ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
台
地
の
下
を
流
れ
る
川
か
ら
数
十
メ
ー
ト
ル
の
標
高
差
を
稼

ぎ
出
し
、
幹
線
・
支
線
あ
わ
せ
て
全
長
四
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
水
路
網
を
構
築
し
、

総
計
七
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
灌
漑
耕
地
を
作
り
だ
し
た
。
企
画
・
実
施
は
惣
庄
屋
を

責
任
者
と
す
る
手
永
で
、
経
費
は
手
永
の
独
自
財
政
た
る
会
所
官
銭
に
藩
か
ら
の

期
限
付
き
の
借
用
金
を
加
え
、
合
計
七
一
一
貫�
余
り
で
あ
っ
た�
。
同
様
な
技
法
に

よ
る

｢

井
出｣

｢

溝｣

と
呼
ば
れ
る
水
利
施
設
は
各
地
に
み
ら
れ
、
上
流
よ
り
取

水
し
、
耕
地
の
上
縁
に
沿
う
形
で
、
村
落
を
横
切
り
、
流
れ
込
む
支
流
の
河
川
は

水
道
橋
で
越
え
、
長
大
な
水
路
が
中
規
模
平
野
全
体
を
灌
漑
す
る
。
実
施
主
体
は
、

近
世
中
後
期
に
お
い
て
、
個
々
の
農
民
・
村
落
の
利
害
を
調
整
し
、
政
策
を
形
成
・

実
施
し
う
る
広
域
性
を
持
つ
に
い
た
っ
た
村
落
共
同
体
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
清
代
後
期
の
巴
県
に
お
い
て
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
小
規
模
な
水
利

施
設
が
、
お
そ
ら
く
谷
地
田
的
性
格
を
残
し
つ
つ
、
多
数
、
建
設
も
し
く
は
登
録

さ
れ
た
。
そ
の
所
有
・
管
理
主
体
は
、
個
々
の
土
地
所
有
者
で
あ
っ
た
。
し
か
も

四
月
の
告
示
を
う
け
、
続
々
と
報
告
さ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
報
告
が
水
利

権
の
私
有
の
公
的
確
認
の
機
会
と
な
る
と
い
う
見
込
み
が
あ
っ
た
。[

道
光
六
年

十
一
月
初
一
日
巴
県
塘
堰
執
照
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
八]

は
、
先
の
一
連

の
事
業
主
に
対
し
て
県
が
発
給
し
た
執
照
の
一
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
文
面
上
保
障

さ
れ
て
い
る
の
は
塘
堰
で
の
水
死
事
故
に
所
有
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
の
で

あ
る
が
、[

道
光
八
年
正
月
二
十
八
日
生
封
文
光
告
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
九]

で
は
、
堰
の
水
を
二
分
す
る
こ
と
が
、
先
の
事
業
に
か
か
わ
り
県
の
朱
照

で
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
告
訴
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る�
。
水
利
権
争
い
に
お

い
て
、
最
も
期
待
さ
れ
る
の
は
県
の
承
認
と
そ
の
物
理
的
表
現
で
あ
っ
た
。
先
の

執
照
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
分
水
施
設
の
確
認
に

｢

官
断
如
山｣

と
し
て
県

の
出
動
を
求
め
、
夥
し
い
数
の
快
頭
の
立
ち
会
い
の
下
で
検
分
し
、
碑
刻
と
し
た

先
の
事
例
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

個
人
も
し
く
は
家
族
の
再
生
産
は
、
一
般
的
共
同
業
務
の
範
囲
外
に
あ
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
代
に
お
い
て
も
初
期
に
は
慈
善
と
い
う
形
で
、

や
が
て
は
社
会
保
障
と
い
う
国
民
国
家
の
責
務
と
し
て
、
個
人
と
家
族
の
再
生
産

が
位
置
づ
け
ら
れ
、
今
や
新
自
由
主
義
の
も
と
で
、
そ
れ
が
社
会
と
国
家
の
責
任

範
囲
で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
近
世
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、
村
落
共

同
体
が
年
貢
負
担
の
主
体
で
あ
る
限
り
、
無
用
な
人
口
増
加
と
、
そ
れ
を
生
み
出

す
家
数
の
増
加
は
抑
制
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
逆
に
人
口
の
減
少
と
、
家
の
零
落

も
回
避
さ
れ
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。

中
国
に
お
い
て
も
、
農
民
家
族
の
再
生
産
は
、
あ
る
種
公
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。

最
も
重
視
さ
れ
た
の
が
積
穀
で
あ
る
。
巴
県
に
お
い
て
も
、
府
倉
で
あ
る
豊
裕
倉
、

県
の
倉
で
あ
る
常
平
倉
と
監
倉
、
民
間
の
社
倉
、
・
義
倉
、
知
府
の
稟
請
に
よ
る

済
倉
、
商
民
よ
り
調
達
し
八
省
客
長
の
管
理
に
委
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
八
省
積
穀
、

総
督
の
指
示
に
よ
り
作
ら
れ
た
郷
鎮
積
穀
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
地
方

政
府
の
直
接
関
与
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
豊
裕
倉
・
常
平
倉
・
監
倉
な
ど
は
一
万

石
単
位
の
蓄
積
を
謳
っ
て
い
た
が
、
金
川
会
蜂
起
、
浙
江
省
の
倉
穀
の
補
填
、
山

東
省
の
救
済
な
ど
に
支
出
さ
れ
、
咸
豊
八
年
に
調
査
し
て
み
る
と
八
万
四
千
余
石

の
原
額
が
、
一
万
四
千
石
を
残
す
だ
け
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
二
〇
万
台
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か
ら
四
〇
万
台
へ
と
急
速
に
増
大
す
る
人
口
、
そ
こ
か
ら
求
め
ら
れ
る
緊
急
の
食

糧
と
し
て
は
、
こ
の
額
は
余
り
に
少
な
い
だ
け
で
な
く
、
種
々
流
用
さ
れ
、
蓋
を

開
け
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
管
理
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
っ
た
。
期
待
さ
れ

た
八
省
客
長
の
積
穀
も
、
清
末
・
民
初
の
動
乱
の
中
で
烏
有
に
帰
す
。

さ
ら
に
社
会
自
身
と
の
関
わ
り
で
み
る
と
、
地
域
が
管
理
す
る
は
ず
の
社
倉
の

在
り
方
が
特
徴
的
で
あ
る
。
巴
県
の
社
倉
は
乾
隆
元
年
、
巡
検
が
木
洞
鎮
に
設
け

た
の
を
始
ま
り
と
し
、
乾
隆
一
九
年
に
知
県
の
勧
奨
に
よ
り
設
け
ら
れ
、
乾
隆
二

五
年
に
は
九
九
〇
〇
石
を
蓄
積
す
る
に
至
っ
た
と
い
う(

同
治

『

巴
県
志』

巻
二

積
貯)

。
し
か
し
な
が
ら
在
地
に
委
ね
ら
れ
た
そ
の
管
理
は
杜
撰
で
あ
っ
た
。

[

乾
隆
マ
イ
ク
ロ
…
…
一
八
七
四]
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

縁
甲
内
上
下
両
単
。
共
社
穀
百
余
石
。
係
社
首
趙
金
奇
収
貯
観
音
寺
。
因
金

奇
搬
居
黔
省
。
郷
約
王
安
常
・
監
生
張
為
元
・
李
勝
宗
。
於
乾
隆
四
十
四
年

暮
。
将
倉
穀
毎
石
売
銭
八
千
文
。
分
呑
置
業
肥
家
。
未
散
済
荒
。
稟
経
前
憲

有
案
。
蟻
等
係
辞
退
先
郷
約
。
協
糧
戸
何
秀
鳳
等
清
理
。
至
今
倉
内
升
合�

無
。

こ
う
し
た
状
況
に
加
え
、
民
間
の
積
貯
で
あ
っ
た
は
ず
の
各
甲
の
社
倉
は
、
嘉
慶

二
五
年
、
一
方
的
に
県
城
・
白
市
駅
・
木
洞
鎮
に
集
中
さ
れ
て
し
ま
い
、
地
域
の

積
穀
と
し
て
の
実
態
を
失
い
、
か
つ
咸
豊
八
年
の
調
査
時
に
は
完
全
に
逸
失
し
て

い
た

(

民
国

『

巴
県
志』

巻
四
下
、
倉
儲)

。

よ
り
社
会
的
に
評
価
を
う
け
る
行
為
は
、
個
別
の
救
貧
活
動
で
あ
っ
た
。
巴
県

に
つ
い
て
最
も
総
括
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
民
国

『

巴
県
志』

巻
一
七
の

｢
自

治｣

の
項
目
に
入
る

｢

慈
善｣

で
あ
る
。｢

慈
善｣

が

｢

県
議
参
会｣

｢

城
鎮
郷
会｣

に
続
く

｢

自
治｣

の
重
要
事
を
占
め
る
こ
と
自
体
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
中
身

は
、
各
種
の
目
的
を
も
っ
た

｢

堂｣
｢

所｣
｢

院｣

な
ど
の
施
設
か
ら
な
り
、
同
書

に
よ
る
と
民
国
二
四
年
の
段
階
で
、
四
〇
余
所
の

｢

慈
善
団
体｣

が
数
え
ら
れ
、

郷
鎮
に
も
ま
た
一
三
余
の
善
堂
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
。
紳
士
ら
が
自
ら
計
画
設

置
し
た
も
の
と
、
官
督
紳�
・
紳�
の
後
に
政
府
が
接
収
し
た
も
の
と
が
区
別
さ

れ
て
い
る
が
、
両
者
の
間
に
は
出
資
上
の
截
然
た
る
区
別
は
必
ず
し
も
な
い
。
最

も
古
い
も
の
は
雍
正
一
三
年
の
孤
貧
糧
で
、
乾
隆
三
年
の
養
済
院
、
乾
隆
四
年
の

体
仁
堂
と
続
く
。
民
国
期
以
降
に
は
一
五
年
の
貧
民
収
容
所
、
二
〇
年
の
傭
工
救

済
院
な
ど
、
他
地
方
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
実
業
伝
習
を
目
的
に
掲
げ
る
も
の

が
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
一
貫
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
孤
老
・
節
婦
の
救
済

と
、
育
嬰
で
あ
る
。
女
嬰
を
育
て
る
こ
と
を
明
示
し
た
普
善
堂
も
あ
る
。
こ
れ
ら

目
的
の
た
め
に
、
至
善
堂
の
一
八
六
〇
〇
両
、
育
嬰
堂
の
九
一
〇
〇
両
と
い
っ
た

基
金
が
集
め
ら
れ
、
そ
の
運
用
益
で
活
動
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
二
つ
の
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
一
つ
は
そ
の
機
能
の
多
く
が
、
少
な

く
と
も
近
代
に
入
る
前
に
は
、
憐
む
べ
き
個
人
の
救
済
・
延
命
に
当
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
近
世
中
後
期
に
お
け
る
零
落
百
姓
へ
の
対
策
が
、
小
農
再

建
の
た
め
に
な
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
れ
は
対
照
的
で
あ
る
。
近
世
中
後
期
の
日
本

で
は
、
農
民
へ
の
資
金
援
助
は
、
自
ら
経
営
を
再
建
さ
せ
、
借
入
金
を
返
済
で
き

る
ま
で
に
仕
立
て
る
こ
と
を
目
的
に
な
さ
れ
て
い
た
。
ど
の
家
を
救
済
対
象
と
す

る
か
は
、
深
刻
な
議
論
の
も
と
に
、
時
に
入
札

(

投
票)

ま
で
行
い
、
再
建
の
た

め
の
土
地
の
手
当
て
も
伴
い
な
が
ら
検
討
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
最
貧
層
が
切
り
捨

て
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た�
。
救
済
は
、
決
し
て
個
人
の
救
済
を
目
的
と
し
た

｢

慈

善｣

で
な
く
、
年
貢
請
体
制
下
に
お
け
る
村
落
共
同
体
の
存
在
を
か
け
た
共
同
業

務
で
あ
っ
た
。

中
国
に
お
け
る
給
付
の
持
つ
今
一
つ
の
特
質
は
、
社
会
全
体
に
対
す
る
そ
の
比

重
で
あ
る
。
乾
隆
一
二
年
に
設
立
さ
れ
た
育
嬰
堂
の
場
合
、
業
務
は
乳
哺
と
教
育

に
分
け
ら
れ
、
乳
哺
は
さ
ら
に
貧
民
が
自
分
で
養
育
す
る
力
の
な
い
場
合
に
資
金

援
助
を
受
け
る
自
乳
と
、
遺
棄
さ
れ
た
嬰
児
を
拾
っ
て
乳
母
に
哺
乳
さ
せ
る
代
哺

に
分
か
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
月
六
〇
〇
〇
文
、
一
〇
〇
〇
〇
文
と
い
う
高
額
な

支
給
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
父
系
制
宗
族
の
発
展
を
願
っ
て
、
社
会

的
規
制
を
受
け
る
こ
と
な
く
進
行
す
る
人
口
爆
発
の
も
と
に
お
い
て
、
こ
の
高
額

の
支
給
に
よ
っ
て
救
済
の
幸
運
に
あ
ず
か
る
も
の
が
、
社
会
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
の
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比
重
を
占
め
て
い
た
か
は
、
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
先
述
の

｢

道
光
四
年
巴
県
保

甲
烟
戸
男
丁
女
口
花
名
総
冊｣

に
示
さ
れ
た
巴
県
の
人
口
の
男
女
比

(

女
子
／
男

子)
は
〇
・
七
九
で
あ
る

(

表
参
照)

。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
同
冊
籍
に
は
子

供
の
女
子
、
外
来
居
住
者
、
使
用
人
な
ど
も
含
め
た
人
数
が
記
録
さ
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
り�
、
男
子
の
早
逝
傾
向
を
考
え
る
と
、
出
生
時
に
お
け
る
選
択
的

｢

間
引

き｣

は
明
ら
か
で
あ
る
。
普
善
堂
の
事
業
は
こ
れ
を
前
提
に
成
立
し
て
い
た
。
育

嬰
は
文
字
ど
お
り
の

｢
慈
善｣

事
業
で
あ
り
、
一
般
的
公
共
業
務
と
は
異
質
な
も

の
で
あ
っ
た
。

�������以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
基
盤
の
上
に
城
鎮
・
郷
村
の
職
役
戸
が
存
在
し
て
い

た
。
彼
ら
と
そ
れ
を
管
轄
す
る
書
差
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
て
社
会
と

接
し
て
い
た
の
か
。

書
差
と
職
役
戸
と
は
、
連
続
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
。
胥
吏
は
役
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
り�
、
原
則
的
に
無
給
の
職
務
執
行
者
で
あ
っ
た
。
差
役
の
中
核
を

な
す�
隷
・
快
班
・
壮
班
の
三
班
は
、
明
代
衙
役
の
中
心
で
あ
っ
た
。

任
用
方
式
に
お
い
て
も
職
役
戸
と
書
差
は
類
似
し
て
い
る
。
郷
約
・
保
長
は
、

欠
員
を
う
け
て
新
規
の
人
員
を
県
衙
に
推
薦
し
、
本
人
の
承
諾
書
を
提
出
の
上
で
、

執
照
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
を
踏
む�
。
設
置
が
必
須
で
は
な
い
場
に
お
け

る
場
頭
・
客
長
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
手
続
き
が
踏
ま
れ
る�
。
同
業
者
組
織
の
責

任
者
で
あ
る
夫
頭�
、
船�
の
首
人�
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

書
吏
・
差
役
に
つ
い
て
も
欠
員
補
充
申
請
を
受
け
て
、
事
実
上
の
昇
任
人
事
で

あ
る
推
薦
が
な
さ
れ
、
承
認
さ
れ
る�
。
た
だ
し
書
吏
・
差
役
の
筆
頭
者

(

複
数
を

含
む)

の
場
合
は
、
道
員
・
総
督
の
承
認
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
問
題
と

さ
れ
る
の
は
書
面
上
の
形
式
で
あ
っ
て
、
人
物
評
価
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る�
。
業
務
集
団
で
あ
る
と
と
も
に
利
益
集
団
で
あ
る
書
差
の
昇
格
は
、
上

司
の
保
挙
に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ�
、
後
述
の
職
役
戸
と
の
競
合
の
場
合
も
含
め
て
、

否
認
さ
れ
る
場
合
は
史
料
上
見
ら
れ
な
い
。
下
層
の
書
差
に
つ
い
て
は
職
役
戸
へ

の
任
命
を
逃
れ
る
た
め
に
、
た
だ
ち
に
快
役
に
挂
名
投
役
す
る
と
い
う
便
法
が
、

公
然
と
通
用
し
た�
。

両
者
の
形
式
的
な
連
続
性
は
、
職
役
戸
負
担
を
断
る
理
由
に
も
用
い
ら
れ
る
。

職
役
戸
に
充
て
ら
れ
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
れ
を
逃
げ
る
口
実
は
、
既
に
書
差
に

任
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
先
述
の
よ
う
な
駆
け
込
み
書
差
も
含
め
て
、

｢

二
役
難
当｣

で
あ
る
。
書
吏
・
差
役
と
職
役
戸
が
、
建
前
上
は
な
お
何
れ
も
職

役
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
両
資
料
集
に

収
め
ら
れ
た
す
べ
て
の
事
例
に
お
い
て
、
二
役
に
関
わ
る
場
合
、
申
請
者
は
必
ず
、

書
差
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
職
役
戸
を
辞
退
し
て
い
る
。
こ
れ
は
県
衙
の
側
の

対
応
に
お
い
て
も
同
様
で
、｢

二
役｣

が
競
合
す
る
場
合
、
極
め
て
短
期
間
の
う

ち
に
郷
約
を
辞
退
し
よ
う
と
し
た
一
例
を
除
い
て
は
、
全
て
書
差
の
立
場
か
ら
の

言
い
分
を
聞
き
入
れ
、
職
役
戸
選
任
の
再
検
討
を
命
じ
て
い
る
。
審
査
者
が
事
実

上
、
書
差
集
団
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
結
論
に
な
る
の
が
当
然
と
は
い
え
、
県

の
側
か
ら
し
て
も
業
務
の
遂
行
の
た
め
に
は
書
差
の
確
保
と
円
滑
な
運
用
が
必
要

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
立
ち
回
り
如
何
に
よ
っ
て
は
、
書
差
の
み
な
ら
ず
職
役

戸
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
う
る
。
解
任
さ
れ
た
郷
約
が
挙
人
の
名
を
か
り
て
再
任

さ
れ
た
事
例
や�
、
中
間
搾
取
事
例
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
し
か
し
職
役
戸
は
し
ば
し

ば
書
差
の
収
奪
の
窓
口
に
さ
れ
た
。
制
度
形
式
と
歴
史
的
分
離
の
経
緯
か
ら
す
る

と
連
続
的
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
深
い
断
絶
が
あ
っ
た
。

社
会
と
行
政
の
接
点
を
確
認
す
る
た
め
、
職
役
戸
の
性
格
に
つ
い
て
、
確
認
し

て
お
こ
う
。
ま
ず
彼
ら
は
構
成
員
か
ら
そ
の
能
力
を
評
価
さ
れ
、
選
出
さ
れ
た
代

表
と
は
い
え
な
い�
。
先
述
の
よ
う
に
彼
ら
の
選
任
は
、
先
任
者
の
辞
退
に
続
く
推

薦
か
ら
始
ま
る
が
、
推
薦
者
の
要
件
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
革
職
さ
れ
た
人
物

が
、
生
員
の
名
を
借
り
て
再
任
さ
れ
た
先
述
の
事
例
の
ほ
か
、
紳
糧
ら
に
よ
る
推

薦
な
ど�
、
様
々
な
形
式
が
あ
り
え
た
。
そ
の
結
果
は
、
自
分
は
不
適
任
だ
と
い
う
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被
推
薦
人
か
ら
の
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
稟
状
で
あ
る
。
先
の
書
差
と
の
競
合
を
言

う
も
の
の
他
、
田
糧
は
あ
る
が
実
質
は
小
作
人
で
あ
る
の
に
郷
約
に
う
ら
ま
れ
保

正
に
推
薦
さ
れ
た�
、
字
も
し
ら
な
い
父
が
郷
約
に
推
薦
さ
れ
た�
、
ご
ろ
つ
き
が
一

時
的
な
外
来
者
を
客
長
に
充
て
た�
、
等
々
。
真
偽
の
程
は
確
か
で
は
な
い
が
。

同
業
集
団
の
代
表
者
は
、
差
務
負
担
に
責
任
を
持
つ
職
役
戸
で
も
あ
っ
た
が
、

彼
ら
の
職
権
は
売
買
さ
れ
る
利
権
で
あ
り
え
た
。[

道
光
十
八
年
四
月
九
日
葉
林

富
服
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
五]

は
、
千
厮
門
水
巷
子
川�
の
夫
頭
で

あ
っ
た
葉
林
富
は
、
不
正
を
行
っ
て�
外
に
追
放
と
な
っ
た
が
、
道
光
一
七
年
に

夫
頭
の
職
権
合
計
二
分
を
買
い
取
り
、�
に
入
り
込
ん
で
公
事
を
管
理
し
、
道
光

一
八
年
に
な
っ
て
数
百
両
の
使
い
込
み
が
発
覚
し
て
、
県
に
訴
え
ら
れ
再
度
追
放

と
な
る
。
た
だ�
に
入
り
込
ん
だ
際
の
職
権
二
分
の
代
金
を
買
い
戻
し
て
も
ら
う

と
い
う
優
遇
を
受
け
る
。
し
か
る
に

[
道
光
三
十
年
七
月
二
十
一
日
陳
浩
然
等
供

状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
五]

に
よ
る
と
、
葉
林
富
は
服
約
を
な
い
が
し

ろ
に
し
て
、
三
た
び
千
厮
門
水
巷
子
川�
の
夫
頭
に
入
り
込
ん
で
銀
銭
を
使
用
し
、

こ
の
処
理
が
県
衙
に
持
ち
込
ま
れ
る
。
夫
頭
の
利
権
化
、�
の
自
律
能
力
欠
如
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。

同
業
集
団
の
経
理
も
し
ば
し
ば
杜
撰
で
あ
っ
た
。
船�
な
ど
と
と
も
に
巴
県
に

お
け
る
重
要
な
営
業
で
あ
る�
行
で
も
、[

道
光
九
年
三
月
初
七
日
潘
万
順
等
稟

状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
五
三]

に
よ
る
と
、
帳
簿
を
管
理
し
て
い
る
蘆

俊
容
の
不
正
が
訴
え
ら
れ
、
書
差
の
調
査
で
も
原
告
提
出
資
料
と
は
一
致
し
な
か
っ

た
。
帳
簿
に
記
載
さ
れ
た
厘
金
三
四
〇
〇
両
は
告
訴
者
へ
の
支
給
、
経
費
濫
用
、

請
示
費
用
な
ど
が
支
出
と
し
て
計
上
さ
れ
、
ま
た
多
額
の
厘
金
収
入
が
未
計
上
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
。
八
省
客
長
も
非
を
認
め
つ
つ
き
っ
ち
り
計
算
し
よ
う
と
し

な
い
。
連
年
徴
収
す
る
厘
金
は
三
〇
〇
〇
両
に
上
る
が
、
雑
用
全
て
で
二
〇
〇
余

両
と
い
う
。
こ
の
不
均
衡
な
会
計
が
委
託
さ
れ
る
こ
と
自
身
が
こ
の
集
団
の
非
自

律
性
を
示
し
て
い
る
。
磁
器
業
会
首
の
二
三
〇
〇
両
の
不
正
会
計�
、
後
に
引
用
す

る
千
斯
坊
散
夫
の
彭
仕
龍
ら
に
よ
る
厘
金
七
五
〇
余
千
中
、
四
八
〇
余
千
の
私
物

化
な
ど�
、
公
金
の
私
物
化
事
例
は
多
い
。

高
い
地
位
を
持
つ
と
見
ら
れ
が
ち
で
、
確
か
に
様
々
な
事
件
に
対
し
て
県
衙
の

諮
問
を
う
け
る
八
省
客
長
も
、
自
ら
の
下
に
あ
る
主
要
商
人
す
ら
把
握
し
て
い
な

い
。
嘉
慶
六
年
に
、
八
省
客
長
が
巴
県
内
の
牙
行
と
そ
の
営
業
内
容
に
つ
い
て
、

知
府
の
指
示
を
受
け
て
調
査
を
行
っ
た
際
に
、
八
省
客
長
た
ち
は
、
牙
行
名
と
商

人
の
公
式
的
な
名
義
に
つ
い
て
は
報
告
し
た
も
の
の
、

唯
家
道
殷
実
与
否
。
可
免
将
来
虧
空
客
本
者
。
内
有
幾
省
人
数
衆
多
。
民
等

雖
属
同
省
。�
系
別
府
別
県
之
人
。
大
半
素
不
相
識
。
未
能
詳
晰
周
知
。
即

如
憲
諭
所
云
。
有
以
些
小
資
本
。
装
飾
斉
整
行
面
者
。
如
此
行
戸
亦
属
不
少
。

但
目
前�
無
哄
騙
実
据
。
未
便
指
其
一
定
虧
空
客
本
之
人
。
…
…

[

嘉
慶
六

年
六
月
二
四
日
八
省
客
長
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
五
二]

と
し
て
肝
心
の
問
題
点
の
調
査
に
つ
い
て
は
回
避
し
て
い
る
。
八
省
客
長
た
ち
は

排
解
に
直
面
し
て
も
、
相
手
に
よ
っ
て
腰
が
引
け
る
。
先
の

[

道
光
九
年
三
月
初

七
日
潘
万
順
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
五
三]

の
案
件
で
も
、[

道

光
九
年
四
月
十
二
日
池
才
順
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
五
四]

で
重

ね
て
八
省
客
長
た
ち
に
調
査
・
報
告
が
求
め
ら
れ
る
が
、｢

惟
客
長
傅
載
文
。
雖

秉
公
正
。
委
縮
不
前｣

と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
先
述
千
斯
坊
散
夫
の
厘
金
私
物
化
の
一
件
は
次
の
よ
う

に
展
開
す
る
。

…
…
去
四
月
水
巷
子
集
豊
桟
改
開
花
桟
。
被�
内
散
夫
彭
仕
龍
・
陳
廷
貴
。

将
此
桟
堆
花
生
意
私
売
李
相
高
等
。
蟻
等
控
前
張
主
審
訊
。
札
委
八
省
客
長

査
両
造
告
示
。
均
無
堆�
字
様
。
議
明
自
後
新
開
行
桟
。
各
帰
各
街
堆�
。

稟
復
給
示
定
案
。
蟻
等
因
訟
費
累
及
。�
借
多
金
。
応
帰
公
項
填
還
。�
遭

仕
龍
・
廷
貴
将�
内
厘
金
公
櫃
。
抬
至
伊
家
覇
管
。
不
還�
借
公
項
。
害
蟻

等
受
累
。
又
賄
郷
約
康
正
光
。
朦
簽
陳
浩
然
・
劉
興
朗
・
李
興
順
・
陳
双
和

承
充
夫
頭
。
狼
狽
相
依
。
恣
意
侵
呑
。
蟻
等
査
明�
簿
。
自
去
四
月
起
。
至

今
六
月
。
共
入
厘
金
銭
七
百
五
十
余
千
。
除
分
給
三
夫
銭
二
百
七
十
余
銭
。
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侵
呑
四
百
八
十
余
千
。
向
伊
清
算
吐
還
。
胆
仗
康
正
光
之
勢
。
逞
凶
辱
罵
。

投
明
七
門
夫
頭
理
論
。
均
畏
悪
等
猖
獗
。
簽
称
未
奉
恩
委
。
不
敢
言
公
。

[

道
光
十
九
年
葉
正
順
告
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
二]

注
目
す
べ
き
は

｢

康
正
光
之
勢｣

で
あ
る
。
こ
の
勢
い
と
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
郷

約
で
あ
る
こ
と
に
根
拠
を
置
い
て
い
な
い
。
康
正
光
は
、『

巴
県
档
案
選
編』

の

中
だ
け
で
も
、
管
見
の
限
り
、
少
な
く
と
も
九
か
所
に
登
場
す
る
実
力
者
で
あ
る�
。

郷
約
と
し
て
の
肩
書
で
公
式
の
場
で
交
渉
・
合
約
す
る
と
と
も
に
、
私
的
な
金
銭

の
保
証
人
等
と
し
て
多
方
面
に
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
郷
約
康
正
光
が
こ
れ

ほ
ど
に
力
を
発
揮
で
き
る
の
は
、
基
盤
と
な
る
社
会
か
ら
承
認
さ
れ
た
代
表
で
あ

る
か
ら
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
県
衙
か
ら
そ
の
地
位
を
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
も
な
く
、
社
会
関
係
内
部
に
お
け
る
個
人
的
な
実
効
的
影
響
力
に
よ
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

[

道
光
二
十
六
年
五
月
二
十
一
日
巴
県
告
示
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
四
一

八]

で
は
、
知
県
は
巴
県
が
水
路
の
要
衝
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う

に
記
す
。

…
…
必
得
老
成
明
白
。
年
軽
力
壮
之
人
。
承
充
船�
首
事
。
方
是
以
資�
理
。

本
県
到
任
後
。
調
査
帰

(

旧
？)

案
。
先
年
原
分
大
河
・
下
河
・
小
河
三
起

�
口
。
支
応
招
呼
来
往
差
徭
。
歴
来
以
来
。�
里
尚
未
遺
誤
。
惟
積
久
弊
生
。

今
査
得
。
各�
口
有
多
年
已
革
已
故
之
人
。
而
別
首
名
頂
充
者
。
有
以
一
人

兼
充
二
三
役
。
把
持�
頭
者
。
有
虚
懸�
名
。
竟
無
人
支
応
者
。
…
…

道
光
二
十
六
年
に
巴
県
に
到
任
し
た
の
は
李
世
彬
で
あ
る
が
、
彼
は
道
光
二
十
一

年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
巴
県
知
県
の
任
に
あ
っ
た
。
四
年
を
置
い
て
復
任
し
た
彼

が
見
た
の
は
船�
・
首
事
体
制
の
解
体
状
況
で
あ
り
、
改
め
て
急
ぎ
船
首
を
保
挙

さ
せ
て
執
照
を
発
給
す
る
こ
と
に
な
る
。

職
役
戸
そ
の
も
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
よ
っ
て
立
つ
社
会
的
基
盤
が
流
動
的

で
共
同
性
に
乏
し
く
、
そ
の
上
に
代
表
性
を
十
分
に
持
た
ず
に
掲
名
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
県
衙
か
ら
与
え
ら
れ
る
権
威
に
も
限
り
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
か
れ
ら
の

果
た
す
社
会
的
機
能
も
限
ら
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

一
里
百
十
戸
の
職
役
を

毎
年
十
一
戸
が
輪
番
で
担
当
す
る
明
初
の
里
甲
制
体

制
は
、
郷
書
手
を
始
め
と
す
る
書
吏
機
能
を
可
能
な
限
り
削
除
し
、
賦
役
黄
冊
の

作
成
、
糧
の
徴
収
・
輸
送
等
の
業
務
が
全
て
の
人
戸
に
求
め
ら
れ
、
初
級
の
紛
争

調
停
機
能
も
村
落
に
委
ね
ら
れ
、
県
衙
等
で
の
雑
役
ま
で
含
め
た
業
務
も
、
人
民

に
広
く
割
り
当
て
る
体
制
が
作
り
出
さ
れ
た
。
文
書
業
務
は
里
長
の
も
と
の
里
差

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
が
、
彼
ら
が
明
末
に
い
た
っ
て
も
里
か
ら
大
造
に
あ
た
っ
て
相

応
の
支
払
を
う
け
る
実
務
者
で
あ
っ
た
と
い
う
資
料
も
残
さ
れ
て
い
る�
。

清
代
後
期
の
巴
県
に
お
い
て
は�
、
職
役
戸
の
位
置
と
彼
ら
の
業
務
比
重
は
格
段

に
低
下
し
て
い
る
。
先
引
の
道
光
四
年
の
保
甲
烟
戸
男
丁
女
口
花
名
総
冊
に
よ
る

と
、
県
城
に
は
二
八
の
坊
と
一
四
の
廂
が
置
か
れ
て
お
り
、
一
つ
の
坊
に
は
一
九

七
〇
人
が
、
一
つ
の
廂
に
は
七
二
四
人
が
居
住
し
て
お
り
、
こ
れ
を
約
坊
・
坊
長

統
括
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
県
城
外
に
は
八
四
甲
が
存
在
し
て
お
り
、
約
三
二

万
人
が
居
住
し
て
い
る
。
一
甲
約
三
九
〇
〇
人
、
こ
れ
を
代
表
性
も
な
く
資
産
も

不
明
な
三
名
強
の
約
保
が
統
括
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
約
保
は
時
に
一
斉
更
新

さ
れ
る
が�
、
明
初
の
里
甲
制
の
よ
う
に
十
年
に
一
度
と
い
っ
た
任
期
は
な
く
、
個
々

の
申
請
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
当
然
そ
れ
な
り
の

｢

使
費｣

を
必
要
と
し
た
は
ず
で
あ
る
。

先
に
近
世
日
本
に
お
け
る
発
達
し
た
農
民
の
自
治
を
基
礎
と
し
た
行
政
組
織
を

略
述
し
た
が
、
そ
こ
で
は
平
均
人
口
一
万
人
程
度
の
手
永
に
惣
庄
屋
以
下
数
十
名

規
模
の
職
員
が
執
務
し
て
お
り
、
手
永
の
下
部
に
二
〇
な
い
し
三
〇
存
在
す
る
村

に
も
、
庄
屋
を
筆
頭
に
、
十
名
程
度
の
村
役
人
が
選
任
さ
れ
て
、
か
な
り
の
階
層

が
村
落
運
営
に
参
加
し
た
。
単
純
に
人
口
に
対
す
る
比
重
か
ら
し
て
も
、
日
本
近

世
後
期
の
自
治
を
基
礎
と
し
た
行
政
組
織
は
、
明
初
里
甲
制
の
そ
れ
に
近
い
。
し

か
も
彼
ら
は
職
能
訓
練
を
う
け
た
代
表
者
で
あ
っ
た
。

希
薄
で
基
盤
の
弱
い
職
役
戸
の
機
能
局
面
は
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

上
述
の
よ
う
に
数
千
名
に
も
及
ぶ
書
差
は
、
社
会
の
末
端
ま
で
、
地
域
ご
と
・
課
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題
ご
と
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
職
役
戸
の
機
能
は
、
坊
廂
の
長
に
つ
い
て
は
主
要

に
排
解
の
役
割
を
期
待
さ
れ
、
同
業
組
織
の
首
人
に
つ
い
て
は
、
衙
門
で
の
差
務

と
必
要
物
資
の
調
達

(

貨
幣
化
も
含
む)

、
い
わ
ゆ
る
衙
役
が
命
じ
ら
れ
た
。
郷

村
の
郷
約
・
保
長
に
つ
い
て
は
治
安
・
教
化
の
大
義
の
他
に
、
税
糧
へ
の
関
与
が

求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
か
の
ス
タ
ッ
フ
の
質
と
量
で
は
推
収
・
過
割
か
ら
は
じ
ま

り
税
糧
の
完
納
に
終
わ
る
一
連
の
業
務
を
完
遂
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

李
氏
も
簡
潔
に
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
推
収
・
過
割
は
戸
房
の
職
務
で
あ
り
、

徴
税
そ
の
も
の
は
、
郷
里
に
配
置
さ
れ
た
快
役
の
取
り
分
多
い
職
務
で
あ
っ
た
。

残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
業
務
遂
行
を
直
接
示
す
資
料
は
、
刊
行
さ
れ
た
資
料
集

か
ら
も
日
本
で
販
売
さ
れ
た
司
法
マ
イ
ク
ロ
か
ら
も
、
十
分
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

た
だ
郷
村
の
職
役
戸
が
徴
税
に
関
わ
っ
た
範
囲
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
資

料
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
場
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
で
営
業
す
る
商
人
よ
り
徴

収
す
べ
き
租
が
、
郷
約
な
ど
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
て
い
る
。

据
此
。
合
行
給
牌
。
為
此
牌
給
該
郷
約
曹
正
詳
執
照
。
嗣
後
経
収
較
場
地
租

銀
銭
。
務
須
四
季
催
納
斉
全
。
按
季
如
数
呈�
。
…
…

[

道
光
二
年
九
月
二

十
一
日
巴
県
牌
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
〇
五]

[

乾
隆
二
十
七
年
廉
里
七
甲
徐
朝
柱
枉
法
黄
成
泰
等
七
戸
不
聯
門
牌
案
…
…

『

乾

隆�
編』

二
〇
九]

に
収
め
ら
れ
た
五
通
の
稟
状
・
告
状
に
は
、
職
役
戸
と
保
甲

冊
の
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
。
刑
房
経
承
と
快
役
の
報
告
を
総
合
す
る
と
、
牌
保

の
提
冊
に
よ
っ
て
烟
戸
冊
が
作
ら
れ
、
底
冊
が
内
署
に
保
管
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
郷
約
が
花
戸
門
牌
を
支
給
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
資
産
も
居
所

も
な
い
郷
保
が
、
書
吏
と
つ
る
ん
で
冊
籍
に
は
な
い
人
物
た
ち
に
花
戸
門
牌
を
発

給
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
郷
保
の
職
責
と
限
界
の
一
部
で
あ
る
。

税
糧
の
徴
収
に
関
わ
っ
て
、
付
加
税
に
つ
い
て
は
、
郷
保
が
徴
収
ま
で
関
わ
っ

て
い
る
明
示
的
な
資
料
が
存
在
す
る
。[

乾
隆
四
十
六
年
四
月
八
日�
廷
献
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

二
〇
七]

で
は
、
郷
約
が
任
期
終
了
に
際
し
て

｢

倉
穀
去
年
九
月

如
数
完
納｣

し
た
こ
と
、｢

乾
隆
三
十
三
年
六
月
初
十
日
諫
思
賢
簽
呈
…
…

『

乾

隆�
編』

二
〇
一｣

で
は
夫
馬
倉
穀
を

｢�
已�
交
清
楚｣

し
た
こ
と
、[

乾
隆

三
十
八
年
十
月
初
七
日
張
継
遠
柔
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

二
〇
六]

で
は
、
自
分

の
甲
の
郷
約
が

｢

照
糧
該
派
軍
需
一
千
三
百
文｣

を
払
わ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。

し
か
し
正
税
部
分
に
つ
い
て
は
、[

道
光
二
十
九
年
四
月
二
十
日
巴
県
簽
充
郷

約
執
照
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
〇
五]

で
、
郷
約
任
命
に
際
し
て
、
当
該

甲
の
花
戸
数
・
原
額
正
糧
銀
を
典
吏
と
一
致
さ
せ
よ
と
い
う
総
括
的
な
指
示
を
お

こ
な
っ
て
い
る
こ
と
、[

乾
隆
十
七
年
三
月
二
十
六
日
巴
県
執
照
…
…

『

乾
隆�

編』

一
九
三]

[

乾
隆
三
十
三
年
二
月
十
六
日
巴
県
正
堂
執
照
…
…

『

乾
隆�
編』

一
九
九]

で
保
長
の
任
用
に
際
し
て
、｢

催
督
糧
務｣

を
指
示
し
て
い
る
こ
と
、

徴
税
期
が
迫
っ
た
の
で
郷
約
・
保
長
の
補
充
が
必
要
で
あ
る
な
ど
の
記
述
は
ま
ま

見
ら
れ
る
が
、
徴
収
と
納
入
を
郷
約
・
保
長
が
独
自
に
実
施
し
た
こ
と
を
示
す
資

料
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
納
期
ご
と
の
奨
励
金
、
代
納
の
際
の
利
息
な
ど
を

利
得
と
す
る
快
役
に
よ
る
徴
収
と
い
う
李
氏
の
概
説
を
覆
す
必
要
は
、
無
い
よ
う

で
あ
る
。

�����明
治
維
新
は
世
界
史
的
に
み
て
、
お
そ
ら
く
最
も
平
和
的
か
つ
純
粋
な
近
代
移

行
過
程
で
あ
っ
た
。
領
主
的
土
地
所
有
は
秩
禄
処
分
・
地
租
改
正
に
よ
っ
て
完
全

に
廃
止
さ
れ
、
幕
府
・
藩
に
集
中
し
て
い
た
地
代
は
一
括
し
て
近
代
国
家
に
租
税

と
し
て
受
け
継
が
れ
た�
。
農
民
の
一
揆
と
一
部
士
族
の
反
乱
の
両
者
に
直
面
し
、

地
租
二
分
五
厘
へ
の
引
き
下
げ
に
よ
る
農
民
か
ら
の
合
意
調
達
を
前
提
に
、
大
き

な
租
税
国
家
が
出
来
上
が
っ
た
。
地
租
改
正
を
始
め
と
す
る
明
治
初
期
の
諸
政
策

は
、
末
端
村
落
か
ら
県
レ
ベ
ル
に
ま
で
組
織
さ
れ
た
農
民
の
要
求
と
の
対
抗
・
合

意
の
中
で
実
現
し
て
い
く�
。
緊
張
の
中
で
地
方
議
会
が
生
ま
れ
て
い
く
が
、
議
会
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と
地
方
行
政
組
織
を
担
っ
た
の
は
、
旧
来
の
村
落
共
同
体
の
代
表
者
層
で
あ
っ
た�
。

こ
う
し
た
展
開
が
、
上
述
し
た
近
世
末
期
の
社
会
の
中
で
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。

形
成
さ
れ
て
い
た
農
民
的
剰
余
は
近
代
経
済
の
基
礎
と
な
る
。
門
司
・
三
角
間

を
結
ぶ
九
州
最
初
の

｢

九
州
鉄
道
会
社｣

は
、
そ
の
典
型
事
例
で
あ
る
。
全
県
鉄

道
相
談
会
が
八
六
年
一
一
月
五
日
、
続
い
て
郡
区
の
相
談
会
・
町
村
の
小
集
会
が

開
か
れ
、
そ
れ
ら
が
集
約
さ
れ
実
に
一
二
月
四
日
に
は
各
郡
の
持
ち
株
が
確
定
し

た
。
株
主
の
上
位
は
郡
備
金
・
旧
会
所
官
銭
等
が
占
め
た�
。
軽
工
業
の
近
代
化
を

牽
引
し
た
の
は
、
在
来
産
業
の
自
己
革
新
で
あ
っ
た
。
輸
入
棉
糸
を
原
料
と
す
る

高
機
棉
布
に
よ
る
輸
入
代
替
、
岡
谷
製
糸
工
場
を
在
来
技
術
で
模
倣
し
コ
ス
ト
削

減
し
た
生
糸
生
産
な
ど
は�
、
大
規
模
工
場
の
導
入
か
ら
始
ま
っ
た
中
国
工
業
化
政

策
と
、
方
法
を
異
に
す
る
。

中
国
に
お
い
て
も
小
農
経
営
の
発
展
と
商
業
的
農
業
の
展
開
の
下
で
、
徴
税
方

式
は
土
地
へ
と
一
本
化
さ
れ
、
貨
幣
化
さ
れ
た
租
税
国
家
が
現
れ
る
。
し
か
し
行

政
を
末
端
で
担
う
社
会
集
団
は
、
社
会
の
流
動
化
も
受
け
て
安
定
し
た
組
織
化
へ

と
は
進
ま
ず
、
権
限
の
根
拠
と
業
務
範
囲
、
取
り
分
の
帰
属
の
不
明
確
な
膨
大
な

書
差
集
団
が
、
社
会
の
末
端
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
。

国
家
取
り
分
は
銀
価
値
の
国
際
的
低
下
と
国
内
生
産
力
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
傾

向
的
に
低
下
し
続
け
た
。
問
題
の
所
在
は
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
商
工
業
振
興
の
た

め
に
同
業
集
団
の
規
律
化
が
必
要
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
商
会
が
設
立
さ
れ
、
続

い
て
商
工
業
の

｢

統
制｣

が
試
み
ら
れ
た
。
農
村
も
含
め
て
上
か
ら
の

｢

自
治｣

が
試
行
さ
れ
、
や
が
て
合
作
社
が
建
設
さ
れ
る
。
徴
税
体
制
に
つ
い
て
は
様
々
な

調
査
事
業
の
上
に
、
大
が
か
り
な
田
賦
整
理
事
業
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
正
式
党

員
三
〇
万
前
後
の
国
民
政
府
の
も
と
に
お
い
て
は
、
社
会
の
末
端
に
到
る
統
合
実

現
は
困
難
で
あ
っ
た
。

中
国
は
、
急
進
的
社
会
主
義
体
制
の
も
と
で
、
は
じ
め
て
末
端
に
到
る
社
会
統

合
を
回
復
す
る
。
前
提
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
統
一
、
冷
戦
下
の
軍
事
緊
張
、

居
民
委
員
会
・
各
経
営
を
末
端
と
す
る
社
会
機
構
に
一
対
一
対
応
し
て
設
定
さ
れ

た
党
委
員
会
制
度
を
、
人
口
の
一
％
を
占
め
る
党
員
が
支
え
た
。
国
家
は
自
律
的

な
団
体
強
化
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
内
部
に
向
け
ら
れ
た

｢

闘
争｣

｢

運
動｣

に
よ
っ
て
再
構
築
さ
れ
た
。
そ
の
成
果
は
、
二
〇
世
紀
後
期
か
ら
本
格
化
す
る
企

業
の
多
国
籍
化
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
技
術
と
経
営
の
移
転

(

＝
社
会
の
相
対
的
規

律
化)

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
規
制
を
緩
和
し
新
自
由
主
義
化
す
る
世
界
の
な
か

で
、
新
た
に
そ
の
活
力
を
発
揮
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

１

伊
藤
正
彦

『

宋
元
郷
村
社
会
史
論』

二
〇
一
〇
年
、
汲
古
書
院
。

２

本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
伊
藤
正
彦
氏
か
ら
里
甲
制
等
に
つ
い
て
、
知
識
・

書
物
の
教
示
を
得
る
と
と
も
に
、
日
本
史
に
つ
い
て
は
、
吉
村
豊
雄
・
三
澤
純
・

稲
葉
継
陽
の
各
氏
か
ら
、
多
数
の
具
体
的
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
謝
意
を

表
し
た
い
。
但
し
、
論
文
の
読
み
取
り
方
も
含
め
、
誤
り
は
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。

３

現
在
の
熊
本
県
の
面
積
か
ら
、
天
領
で
あ
る
天
草
・
五
家
荘
、
お
よ
び
人
吉
藩

領
を
除
き
、
現
在
大
分
県
竹
田
市
に
属
す
る
久
住
手
永
の
一
部
を
概
算
で
加
え
る
。

こ
れ
か
ら
玉
名
地
方
・
八
代
地
方
を
中
心
と
す
る
明
治
以
降
の
干
拓
面
積
を
差
し

引
き
、
お
よ
そ
四
八
四
〇
平
方
キ
ロ
の
面
積
を
得
る
。
こ
の
値
に
豊
後
街
道
沿
い

に
点
在
す
る
三
つ
の
手
永
の
面
積
を
加
算
す
る
た
め
に
、
肥
後
の
内
高
七
四
万
石
、

三
手
永
の
内
高
約
二
万
石
を
案
分
加
算
し
て
、
約
五
〇
〇
〇
平
方
キ
ロ
を
得
た
。

４

民
国

『

巴
県
志』

に
付
さ
れ
た

｢

巴
県
山
水
全
図｣

を
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

(

四

〇
ミ
リ)

メ
ッ
シ
ュ
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
積
を
長
辺
四
〇
ミ
リ
の
長
方
形

(

正
方
形
を
含
む)

に
近
似
し
て
、
そ
れ
ら
の
総
合
計
に
よ
っ
て
面
積
を
推
計
し
た
。

長
江
・
嘉
陵
江
が
県
境
を
な
す
場
合
に
は
、
お
よ
そ
河
川
の
中
央
部
を
以
て
分
割

し
た
。

５

欒
成
顕

｢

明
清
戸
籍
制
度
的
演
変
与
其
所
造
文
書｣

『

中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研

究
所
学
刊』

第
六
集
、
二
〇
〇
九
年
。

６

山
田
賢

『
移
住
民
の
秩
序』

一
九
九
五
年

名
古
屋
大
学
出
版
会
。

足 立 啓 二 214



７

稲
葉
継
陽

『

日
本
近
世
社
会
形
成
史
論

戦
国
時
代
論
の
射
程』

序
章

｢

近

世
社
会
形
成
史
研
究
の
課
題｣

、
二
〇
〇
九
年
、
校
倉
書
房
。

８

藤
木
久
志

『

豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会』

一
九
八
五
、
東
京
大
学
出
版
会
。

９

藤
木
久
志

『

刀
狩
り』

二
〇
〇
五
年
、
岩
波
新
書
。

�
横
田
冬
彦

｢

近
世
村
落
に
お
け
る
法
と
掟｣

『

神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科

文
化
学
年
報』

五
、
一
九
八
六
年
。

�
蓑
田
勝
彦

｢
天
保
期

熊
本
藩
農
民
の
経
済
力

生
産
力
は
二
百
万
石
以
上
、

貢
租
は
そ
の
四
分
の
一｣

『

熊
本
史
学』

八
九
・
九
〇
・
九
一
合
併
号
、
二
〇
〇
八

年
。

�
中
村
哲

｢

封
建
的
土
地
所
有
解
体
の
地
域
的
特
質｣

『

人
文
学
報』

二
〇
、
一
九

六
四
年
、『

明
治
維
新
の
基
礎
構
造』
所
収
。

�
中
村
哲

｢

世
界
資
本
主
義
と
日
本
綿
業
の
変
革｣

河
野
・
飯
沼
編

『

世
界
資
本

主
義
の
形
成』

一
九
六
七
年
、『

明
治
維
新
の
基
礎
構
造』

所
収
。

�
蓑
田
勝
彦
前
掲

｢

天
保
期

熊
本
藩
農
民
の
経
済
力｣

。

�
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
大
き
な
見
通
し
は
、
近
世
日
本
の
人
口
動
態
研
究
を

踏
ま
え
た
ア
ン
ガ
ス
・
マ
デ
ィ
ソ
ン

『

経
済
統
計
で
見
る
世
界
経
済
二
〇
〇
〇
年

史』

二
〇
〇
四
年
、
柏
書
房
、(

原
著
二
〇
〇
一
年)

に
よ
っ
て
、
簡
明
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

�
久
留
島
浩

『

近
世
幕
領
の
行
政
と
組
合
村』

二
〇
〇
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。

�
菅
原
憲
二

｢

近
世
村
落
と
村
入
用｣

『

日
本
史
研
究』

一
九
九
、
一
九
七
九
年
。

�
吉
村
豊
雄

｢

近
世
日
本
に
お
け
る
評
価
・
褒
賞
シ
ス
テ
ム
と
社
会
諸
階
層｣

『
熊

本
藩
の
地
域
社
会
と
行
政』

二
〇
〇
九
年
、
思
文
閣
出
版
。
以
下
同
書
を

『

熊
本

藩
の
地
域
社
会
と
行
政』

と
し
て
示
す
。

�
一
揆
が
少
な
い
と
い
わ
れ
る
熊
本
藩
に
お
い
て
も
一
揆
が
存
在
し
、
そ
の
多
く

が
村
役
人
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
蓑
田
勝
彦

｢

肥
後
藩
の
百
姓
一
揆

に
つ
い
て｣

『

熊
本
史
学』

四
九
、
一
九
七
七
年
に
お
い
て
、
端
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。

�
吉
村
豊
雄

｢

日
本
近
世
に
お
け
る
津
波
復
興
の
行
政
メ
カ
ニ
ズ
ム｣

熊
本
大
学

『

文
学
部
論
叢』

八
九

二
〇
〇
六
年
。

�
三
澤
純

｢

幕
末
維
新
期
熊
本
藩
の
地
方
役
人
と
郷
士｣

平
川
新
・
谷
山
道
雄
編

『

地
域
社
会
と
リ
ー
ダ
ー
た
ち』

二
〇
〇
六
年
。
吉
川
弘
文
館
。

�
前
田
信
孝

｢

郷
備
金
の
研
究
覚
書｣

『

市
史
研
究
く
ま
も
と』

八
、
一
九
九
七
年
。

前
掲
蓑
田

｢

天
保
期

熊
本
藩
農
民
の
経
済
力｣

。

�
前
掲
吉
村

｢

近
世
日
本
に
お
け
る
評
価
・
褒
賞
シ
ス
テ
ム
と
社
会
諸
階
層｣

。

�
吉
村
豊
雄

『

藩
政
下
の
村
と
町
在』

(

一
の
宮
町
史
、
阿
蘇
叢
書
三)

二
〇
〇
一

年
。

�
前
掲
蓑
田

｢

天
保
期

熊
本
藩
農
民
の
経
済
力｣

。

�
前
掲
吉
村

｢

日
本
近
世
に
お
け
る
津
波
復
興
の
行
政
メ
カ
ニ
ズ
ム｣

。

�
大
塚
英
二

｢

村
落
共
同
体
に
お
け
る
融
通
機
能
の
組
織
化
に
つ
い
て｣

『

歴
史
学

研
究』

五
六
〇
、
一
九
八
六
年
、『

日
本
近
世
農
村
金
融
史
の
研
究』

校
倉
書
房

所
収
。

�
吉
村
豊
雄

｢

日
本
前
近
代
の
地
方
行
政
の
到
達
形
態
と
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム｣

『

熊
本
大
学
平
成
一
五
年
度
発
足

｢

拠
点
研
究
Ｂ｣

平
成
一
六
年
度
報
告
書』

二
〇

〇
五
年
。

�
前
掲
吉
村

｢

日
本
近
世
に
お
け
る
津
波
復
興
の
行
政
メ
カ
ニ
ズ
ム｣

。

�
三
澤
純

｢

幕
末
維
新
期
熊
本
藩
の

『

在
地
合
議
体
制』

と
政
策
形
成｣

『

熊
本
藩

の
地
域
社
会
と
行
政』

。

�
吉
村
豊
雄

｢

近
代
へ
の
行
政
的
起
点
と
し
て
の
宝
暦

安
永
期

熊
本
藩

を
中
心
に

｣

熊
本
大
学

『

文
学
部
論
叢』

一
〇
一
、
二
〇
一
〇
年
。

�
西
村
春
彦

｢

宝
暦
〜
天
明
期
に
お
け
る
肥
後
細
川
藩
の
農
政
と
請
免
制｣

『

熊
本

史
学』

八
二
、
二
〇
〇
三
年
。

�
木
山
貴
満

｢

幕
末
維
新
期
熊
本
藩
に
お
け
る
軍
制
改
革
と
惣
庄
屋｣

『

熊
本
藩
の

地
域
社
会
と
行
政』

。

�
同
治

『
巴
県
志』

巻
一
に
よ
る
と
二
九
坊
、
一
五
廂
。
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�
[

嘉
慶
二
十
一
年
正
月
二
十
九
日
仁
里
十
甲
余
学
魁
節
里
五
甲
胡
回
生
稟
丈
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
〇
三]

で
は
五
渡
河
場
が
仁
里
と
節
里
に
ま
た
が
っ
て
設

け
ら
れ
て
い
る
。

�
後
に
裁
判
制
度
、
差
役
制
度
に
関
わ
っ
て
伝
記
を
引
用
す
る
道
光
年
間
の
知
県

劉
衡
は
、
そ
の

『

自
治
官
書』

の
中
で
、�
入
江
県
で
の
履
歴
と
し
て
、
裁
判
の

際
の
堂
西
の
机
に
は
、
内
署
の
持
ち
込
む
事
案
に
つ
い
て
家
人
の
署
名
の
上
で
提

出
さ
せ
る
こ
と
、
差
役
を
発
す
る
に
際
し
て
は
知
県
が
自
ら
行
い
、
内
署
家
丁
と

面
接
さ
せ
な
い
よ
う
に
と
の
注
意
を
記
し
て
い
る
。

�
｢

清
代
巴
県
衙
門
書
吏
与
差
役｣

『

歴
史
档
案』

一
九
八
九
―
一
。

�
王
笛

『

跨
出
封
閉
的
世
界

長
江
上
遊
区
域
社
会
研
究

(

一
六
四
四
―
一
九

一
一)』

一
九
九
三
年
、
中
華
書
局
。����������������������������������

��������������������������������������������������������������
周
保
明

『

清
代
地
方
吏
役
制
度
研
究』

二
〇
〇
九
年
、
上
海
世
紀
出
版
集
団
。

�
[

工
房
書�
李
星
吉
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
六
四]

。

�
[

道
光
七
年
四
月
八
日
温
遠
発
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
〇]

。

�
[

乾
隆
二
十
五
年
二
月
二
十
三
日
刑
房
経
書
瞿
良
春
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

一

九
八]

。

情
県
属
各
里
甲
郷
保
。
于
本
年
二
月
初
三
・
初
八
・
十
三
告
期
新
簽
更
替
。
…
…

�

[

乾
隆
六
十
年
十
一
月
初
十
日
節
里
四
甲
毛
家
場
頭
張
仕
栄
等
簽
呈
…
…

『

乾

隆�
編』

二
〇
八]

。

�
山
本
進

｢

清
代
四
川
の
地
方
行
政｣

名
古
屋
大
学

『

東
洋
史
研
究
報
告』

二
〇
、

一
九
九
六
年
、『

清
代
財
政
史
研
究』

汲
古
書
院
所
収
。

�

[

乾
隆
三
十
三
年
四
月
二
十
五
日
朱
季
聖
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

二
〇
〇]

[

三

十
年
二
月
十
一
日
魯
子
栄
等
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

二
二
六]

[

嘉
慶
七
年
一
月
汪

応
洪
告
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
九
七]

。

�

[

乾
隆
三
十
一
年�
作
任
世
賢
病
故
任
世
学
頂
補
文
…
…

『

乾
隆�
編』

二
二

三
、
同
八
月
二
十
七
日
巴
県
申
…
…

『

乾
隆�
編』

二
二
三]

に
よ
る
と
、
甘
某

と
任
世
賢
が
巴
県
の
定
額
の�
作
で
あ
る
が
世
が
病
死
し
た
た
め
、｢

学
習｣

の
任

に
あ
る
任
世
学

(

お
そ
ら
く
一
族)

を�
作
に
昇
格
さ
せ
、
跟
随
学
習
の
中
か
ら

一
人
を
学
習
の
地
位
に
引
き
上
げ
よ
う
と
い
う
人
事
案
が
、
重
慶
府
に
提
出
さ
れ

る
。

�
後
掲

[

嘉
慶
六
年
六
月
二
十
四
日
八
省
客
長
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上

二
五
二]

。

�

[

方
曰
剛
等
拆�
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
四
一]

。

�

[

道
光
三
年
十
一
月
初
十
日
譚
志
隆
訴
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
五
一]

。

�
[

道
光
九
年
三
月
初
七
日
潘
万
順
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
五
三]

。

�
[

道
光
七
年
四
月
八
日
温
遠
発
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
〇]

。

�
曽
我
部
静
雄

｢

宋
代
初
期
の
役
法｣

『

宋
代
財
政
史』

一
九
四
一
年
、
生
活
社
。

�
宮
崎
市
定

｢

宋
代
州
県
制
度
の
由
来
と
そ
の
特
色

特
に
衙
前
の
変
遷
に
つ

い
て

｣
『

史
林』

三
六
―
二
、
一
九
五
三
、『

宮
崎
市
定
全
集』

第
一
〇
巻
、

岩
波
書
店

所
収
。
周
藤
吉
之

｢

宋
代
州
県
の
職
役
と
胥
吏
の
発
展｣

『

宋
代
経
済

史
研
究』

一
九
六
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。

�
倉
持
徳
一
郎

｢

四
川
の
場
市｣

日
本
大
学
史
学
会

『

研
究
彙
報』

一
九
五
七
年
。

�
前
掲
山
本

｢

清
代
四
川
の
地
方
行
政｣

。

�
[

乾
隆
二
十
八
年
四
月
十
三
日
劉
碩
甫
・
王
彩
如
簽
…
…

『

乾
隆�
編』

一
九

九]

。

�
[

嘉
慶
五
年
七
月
十
二
日
陳
子
堯
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
〇
一]

[

嘉
慶
十
年
八
月
二
十
一
日
廉
里
九
甲
長
生
橋
客
長
黄
志
清
等
懇
賞
執
照
稟
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
〇
一]

。

�
[

乾
隆
三
十
四
年
三
月
二
十
九
日
巴
県
簽
充
場
頭
客
長
執
照
…
…

『

巴
県
档
案

選
編』

下
二
〇
九]

。

�
例
示
す
る
な
ら

[

道
光
二
十
一
年
広
扣�
公
議
章
程
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
四
二]

で
は
、
広
扣�
と
広
扣
行
が
同
一
の
集
団
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
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�
[

道
光
二
十
九
年
渝
城
男
工
顧
繍
老
板
師
友
公
議
条
規
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
三
五]

。

�
先
に
本
文
で
引
用
し
た

[

嘉
慶
十
一
年
六
月
二
〇
日
伍
文
龍
稟
状
…
…

『

巴
県

档
案
選
編』

上
四
〇
五]

。

�
下
記
の
例
の
ほ
か
、[

嘉
慶
七
年
十
一
月
十
一
日
曽
義
和
等
訴
状
…
…

『

巴
県
档

案
選
編』
上
三
三
八]

で
は
帝
王
会
を
設
け
演
劇
な
ど
を
行
っ
て
い
た
重
慶
の
棉

花
舗
は
、
乾
隆
二
十
九
年
に
同
行
が
集
議
し
、
生
花
舗
と
熟
花
舗
に
分
離
し
、
生

花
舗
は
別
に
財
神
会
を
設
け
た
と
あ
る
。

�
先
に
引
用
し
た
刺
繍
職
人
の
永
生�[
道
光
二
十
二
年
永
生�
顧
繍
老
板
師
友

公
議
条
規
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
三
四]

お
よ
び
続
く

[

道
光
二
十
九
年

渝
城
男
工
顧
繍
老
板
師
友
公
議
条
規
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
三
五]

な
ど

が
比
較
的
そ
の
規
定
を
詳
細
に
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
し
ば
し
ば
規
定

の
履
行
が
困
難
に
直
面
し
た
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。

�
[

道
光
二
十
五
年
九
月
呉
大
坤
供
状
…
…

『
巴
県
档
案
選
編』

下
九
五]

。

�
[

道
光
十
年
正
月
十
五
日
粛
永
泰
告
状
…
…
・

『
巴
県
档
案
選
編』

下
八
八]

。

�
合
股
が
必
ず
し
も
一
つ
の
経
営
を
意
味
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
。

�
拙
稿

｢

明
末
清
初
の
流
通
構
造

杜
騙
清
初
の
世
界｣
熊
本
大
学

『

文
学
部

論
叢』

四
一

一
九
九
三
年
。

�

[

乾
隆
三
十
六
年
四
月
十
日
徐
殿
楊
等
稟
状
・
同
四
月
十
九
日
稟
状
・
五
月
十

一
日
巴
県
執
照
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
〜
二]

。

�

[

乾
隆
四
十
六
年
拾
月
二
十
六
日
巴
県
告
示
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
二]
。

�

[

乾
隆
五
十
八
年
八
月
十
日
巴
県
告
示
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
二]

。

�

[

道
光
元
年
六
月
十
一
日
何
遠
良
等
供
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
八]

。

�

[

道
光
七
年
三
月
十
三
日
温
遠
発
等
懇
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
九]

。

�

[

嘉
慶
十
五
年
十
月
初
九
日
巴
県
告
示
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
四
〇
六]

。

�

[

嘉
慶
九
年
三
河
船�
差
務
章
程
清
単
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
四
〇
二]

。

�

[

嘉
慶
九
年
八
省
局
紳
公
議
大
河�
差
務
条
規
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
四

〇
三]

。

�
前
掲
王
笛

『

跨
出
封
閉
的
世
界』

�

｢

明
清
社
会
の
経
済
構
造｣

第
一
回
中
国
史
学
国
際
会
議
、
二
〇
〇
〇
年
九
月

東
京
、『

中
国
の
歴
史
世
界

統
合
の
シ
ス
テ
ム
と
多
元
的
発
展』

二
〇
〇
二
年
、

東
京
都
立
大
学
出
版
会
、
所
収
。

�
拙
稿

｢

牙
行
経
営
の
構
造｣

熊
本
大
学

『

文
学
部
論
叢』

七
三
、
二
〇
〇
一
年
。

�
前
掲
拙
稿

｢

牙
行
経
営
の
構
造｣

。

�

[

道
光
十
一
年
十
月
初
八
日
范
開
科
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
七
九]

。

�
[

道
光
十
一
年
十
一
月
十
一
日
余
魁
順
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
五

六]

�
前
掲
拙
稿

｢

牙
行
経
営
の
構
造｣

。

�
こ
こ
で
一
貫
と
は
、
銭
建
て
藩
札
一
貫
を
示
し
、
藩
札
の
銭
一
匁
と
は
銭
七
〇

文
で
あ
っ
た
。
蓑
田
勝
彦

｢

清
田
氏
の
拙
稿
批
判
に
つ
い
て｣

熊
本
歴
史
学
研
究

会

『

史
叢』

一
二
、
二
〇
〇
七
年
。

�
石
井
清
喜

｢

通
潤
橋
の
工
費

経
済
効
果
に
つ
い
て｣

『

熊
本
史
学』

七
八
・
七

九
合
併
号
、
二
〇
〇
二
年
。

�
水
利
施
設
所
有
が
個
別
的
性
格
を
持
つ
場
合
が
多
い
こ
と
の
今
一
つ
の
表
れ
は
、

所
有
権
争
の
争
い
や
調
整
が
、
兄
弟
・
祖
先
・
二
姓
共
有
と
い
う
比
較
的
狭
い
範

囲
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。[

文
天
斉
兄
弟
孝
義
合
約
…
…

『

巴
県
档
案
選

編』

上
二]

以
下
三
資
料
、[

道
光
十
七
年
四
月
初
六
日
羅
仁
相
訴
状
…
…

『

巴
県

档
案
選
編』

上
一
〇]

な
ど
参
照
。

�
大
塚
英
二

『

日
本
近
世
農
村
金
融
史
の
研
究』

一
九
九
六
年
、
校
倉
書
房
。

�
前
掲
欒

｢

明
清
戸
籍
制
度
的
演
変
与
其
所
造
文
書｣

。

�
宮
崎
市
定

｢

清
代
胥
吏
と
幕
友

特
に
雍
正
朝
を
中
心
と
し
て｣

『

東
洋
史
研

究』
一
六
－
四
、
一
九
五
八
年
、『

ア
ジ
ア
史
論
考』

下
所
収
。

�
[

乾
隆
三
十
四
年
二
月
初
八
日
楊
景
全
簽
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
二
九

七]

以
下
の
認
状
・
執
照
。
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�
[

乾
隆
三
十
四
年
謝
占
魁
認
充
冷
水
場
頭
文
…
…

『

乾
隆�
編』

二
〇
三]

[

乾

隆
四
十
二
年
王
仕
勝
承
充
客
長
文
…
…

『

乾
隆�
編』

二
〇
六]

。

�
[

道
光
十
年
二
月
三
日
夏
芳
才
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
〇]

以
下
。

�
[

嘉
慶
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日
羅
希
春
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上

四
〇
七]
及
び
同

[

認
状｣

。

�
[

乾
隆
三
十
一
年�
作
任
世
賢
病
故
任
世
学
頂
補
文
…
…

『

乾
隆�
編』

二
二

三]

。

�
同
上

｢

重
慶
府
札｣
。

�
[

乾
隆
三
十
二
〜
三
十
三
年
刑
房
典
吏
何
承
先
等
保
状
三
則
…
…

『

乾
隆�
編』

二
二
四]

[

乾
隆
三
十
四
年
六
月
十
一
日
捕
頭
姚
章
等
保
挙
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

二
二
四]

な
ど
。

�
[

嘉
慶
二
十
一
年
二
月
二
十
二
日
智
里
四
甲
冷
水
場
舗
民
陳
双
合
等
稟
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
〇
三]

。

�
[

道
光
三
十
年
三
月
西
城
里
糧
戸
周
以
政
等
簽
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下

三
〇
四]

。

�
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『

中
国
農
村
慣
行
調
査』
岩
波
書
店

一
九
五
八

年
、
お
よ
び
蒲
地
典
子

｢

清
季
華
北
の

『

郷
保』

の
任
免

中
国
第
一
歴
史
档

案
館
蔵

『

順
天
府
全
宗』

宝
抵
県
档
案
史
料
の
紹
介
を
兼
ね
て｣

『
近
代
中
国
研
究

セ
ン
タ
ー
彙
報』

一
七
、
一
九
九
五
年
。

�

[

道
光
二
十
九
年
四
月
二
十
日
巴
県
簽
充
郷
約
執
照
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
〇
五]

。

�

[

乾
隆
三
十
六
年
十
月
二
十
四
日
胡
国
欽
訴
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三

〇
〇]

。

�

[

乾
隆
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日
孝
里
七
甲
陳
元
魁
稟
状
…
…

『

乾
隆�
編』

一
九
七]

。

�

[

嘉
慶
五
年
十
八

マ
マ

月
合
州
謝
振
棟
稟
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
〇
二]

。

�

[

嘉
慶
六
年
章
景
昌
稟
丈
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
二
五
一]

。 �

[

道
光
十
九
年
葉
正
順
告
状
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
二]

。

�
本
件
の
ほ
か
、[

康
正
光
等
作
成
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
五
八]

[

譚

春
和
立
招�
平
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

上
三
五
九]

[

嘉
慶
二
十
四
年
十
一
月

二
十
八
日
三�
合
同
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
六]

[

嘉
慶
二
十
五
年
五
月
八

日
南�
夫
頭
声
明
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
六]

[

道
光
十
八
年
四
月
九
日
葉
林

富
服
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
一
五]

[

李
益
陵
允
譲
約
…
…

『

巴
県
档
案
選

編』

下
二
二]

[

韓
瑞
龍
抵
借
銀
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
二
二]

[�
何
氏

売
舗
面
文
約
…
…

『

巴
県
档
案
選
編』

下
三
四]

。

�
欒
成
顕

『

明
代
黄
冊
研
究』

一
九
九
八
年
、
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
〇
三

頁
。

�
本
稿
に
お
け
る
職
役
戸
・
書
差
の
体
制
が
、
宗
族
制
度
な
ど
が
発
展
し
た
相
対

的
に
安
定
性
の
高
い
地
域
に
妥
当
す
る
か
は
、
問
題
が
あ
る
。
本
稿
は
、
巴
県
に

お
け
る
事
例
研
究
で
あ
る
。

�
前
引

[

乾
隆
二
十
五
年
二
月
二
十
三
日
刑
房
経
書
瞿
良
春
稟
…
…

『

乾
隆�
編』

一
九
八]

。

�
秩
禄
が
有
償
買
取
り
で
あ
る
こ
と
を
以
て
明
治
維
新
の
不
徹
底
さ
を
主
張
す
る

論
議
が
あ
る
が
、
中
下
級
領
主
の
所
有
が
幕
府
・
藩
に
統
括
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
実
質
一
〇
年
程
度
の
国
家
財
政
の
内
で
全
面
的
に
買
い
取
ら
れ
た
こ
と
は
、
世

界
史
的
に
み
て
も
稀
有
な
事
態
で
あ
る
。

�
原
口
清

『

明
治
前
期
地
方
政
治
史
研
究』

一
九
七
二
年
、
塙
書
房
。

�
今
村
直
樹

｢

明
治
九
年
熊
本
県
民
会
考｣

『

熊
本
歴
史
学
研
究
会
報』

五
五
、
二

〇
〇
四
年
。
同

｢

近
世
地
方
役
人
か
ら
近
代
区
町
村
吏
へ

地
方
行
政
ス
タ
ッ

フ
の
明
治
維
新｣

『

熊
本
藩
の
地
域
社
会
と
行
政』

。

�
中
村
尚
史

｢

第
一
次
企
業
勃
興
期
に
け
る
幹
線
鉄
道
会
社
創
立
資
金
の
調
達
過

程｣
『

日
本
史
研
究』

三
七
五
、
一
九
九
三
年
。

�
中
村
哲

『

明
治
維
新』

一
九
九
二
年
、
集
英
社

『

日
本
の
歴
史』

第
六
章

｢

在

来
産
業
の
革
新
と
発
展｣

。
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